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令和３年 第１回大仙市議会定例会 建設水道常任委員会 会議録 

 

日 時：令和３年３月９日（火曜日） 午前９時５８分～午後２時４９分 

 

会 場：大曲庁舎 第３委員会室 

 

出席委員（６人） 

委員長  １５番 佐 藤 育 男    副委員長  １７番 児 玉 裕 一 

 委 員   ４番 佐 藤 隆 盛    委 員   ９番 本 間 輝 男 

 委 員  ２２番 佐 藤 清 吉    委 員  ２６番 高 橋 敏 英 

 

欠席委員（０人） 

 

遅刻委員（０人） 

早退委員（１人） 

 委 員  ２６番 高 橋 敏 英 

 

説明のため出席した者  

上下水道局 

上下水道事業管理者 今 野 功 成    経営管理課長   田 畑 睦 子  

水道課長     野 中 正 幸    水道課課長待遇  小 松 春 一  

下水道課長    古 屋 和 久                      

建設部 

建設部長     古 屋 利 彦    道路河川課長   京 野 和 明  

道路河川課参事  伊 藤   司    道路河川課参事  北 澤   真  

道路河川課参事  佐 藤   彰    用地対策課長   菅 原 英 雄  

都市管理課長   高 橋   完    都市管理課課長待遇 有 明   徹  

建築住宅課長   讃 岐 敬 司    西仙北・協和建設水道事務所長 加 藤   薫  

中仙・太田建設水道事務所長 田 中 勲 男                      

 

議会事務局職員出席 

参 事    冨 樫 康 隆 
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審査議案等 

第１  議案第１５号 大仙市建築物エネルギー消費性能向上計画等認定手数料条例 

の一部を改正する条例の制定について 

第２  議案第１６号 大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例の一部を改 

正する条例の制定について 

第３  議案第２２号 市道の路線の認定及び廃止について 

第４  議案第２３号 損害賠償の額を定めることについて 

第５  議案第２６号 令和２年度大仙市一般会計補正予算（第１９号） 

第６  議案第３３号 令和２年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

第７  議案第３４号 令和２年度大仙市下水道事業会計補正予算（第３号） 

第８  議案第３５号 令和３年度大仙市一般会計予算 

第９  議案第５１号 令和３年度大仙市上水道事業会計予算 

第１０ 議案第５２号 令和３年度大仙市簡易水道事業会計予算 

第１１ 議案第５３号 令和３年度大仙市下水道事業会計予算 

第１２ 議案第５４号 令和２年度大仙市一般会計補正予算（第２０号） 

第１３ 閉会中の継続審査（調査）の申し出にかかる事件について 

 

午前９時５８分 開  会 

 

○委員長（佐藤育男） おはようございます。 

  本日は本会議休会中のところを、ご出席をいただき、ありがとうございます。 

ただ今より、建設水道常任委員会を開会いたします。 

当委員会に付託された事件について、別紙日程表のとおり、審査いたしますので、

よろしくお願いをいたします。 

なお、正確な会議録の作成のため、発言をする際は委員長の許可を得た後で、マ

イクのスイッチを入れてからお願いをいたします。 

 

○委員長（佐藤育男） 審査に入る前に、挨拶をお願いいたします。今野上下水道事

業管理者。 

○上下水道事業管理者（今野功成） 委員の皆さまには、日ごろから上下水道局の各

事務事業に対しましてご指導・ご助言を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 本日の委員会審査におきましては、単行案１件、補正予算案２件、当初予算案３
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件の審査をお願いしたいと存じます。 

 単行案につきましては、仙北地域堀見内の住宅におきまして下水道の汚水が住宅

内に流入し、住宅に損害を与えてしまったことから、この損害を賠償するため、地

方自治法の規定により議会の議決をお願いするものであります。 

   補正予算案のうち、簡易水道事業につきましては、県が実施する河川改修工事の

遅れに伴う工事費などの減額補正であります。下水道事業につきましては損害賠償

金、及び県事業の負担金の補正をお願いしております。 

  当初予算案につきましては引き続き、安全安心な水道水を安定してお届けするた

めの費用や、汚水の処理に関わる費用についてお願いしております。 

  以上の６件につきまして、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申

し上げます 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

 

○委員長（佐藤育男） それでは早速、審査に入ります。 

議案第２３号、損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。 

当局の説明を求めます。古屋下水道課長。 

○下水道課長（古屋和久） 議案第２３号、損害賠償の額を定めることについて、ご

説明申し上げます。 

 こちらの方ですけれども資料ナンバー1、議案書の４６ページをお開き願います。 

 損害賠償の額を定めることについてですけれども、地方自治法第９６条第１項第

１３号の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 

事故の概要についてです。 

令和２年１２月２４日、午後８時１５分ころが事故の日時となっております。 

場所ですけれども、大仙市堀見内となっております。 

状況ですけれども、堀見内、上記場所において、下水道管内の汚水が排水管を逆

流したことにより、相手方住宅のトイレ、風呂、床等を汚損し、損害を与えたもの

となっております。 

  損害賠償額です。 

２８１万８,７２０円となっております。 

賠償の相手方ですけれども、大仙市堀見内のＡ氏となっております。 

続きまして、お手元にお配りしておりますＡ３判の資料・下水－１の１ページを

お開き願います。 
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中央に位置図が掲載されておりますが、下水道汚水流入の場所は仙北地域堀見内

字置上
おきあげ

の住宅であります。 

被害家屋は築９年を経過した木造２階建ての一般住宅であり、令和２年１２月２

４日、午後８時１５分ころ、仙北地域堀見内の相手方宅において、下水道の汚水が

汚水ます及び排水管を逆流し、相手方宅の基礎及び宅内にあふれ出したことにより、

基礎、床、トイレ、風呂等を汚損し、損害を与えたものであります。 

被害は、資料下の写真にありますとおり、下水道課職員が確認しております。 

  事故に至った経緯であります。 

令和２年１２月２４日、下水道から宅内へ汚水が逆流している旨の連絡があり、

下水道課職員が現地確認を行い、宅内へ汚水が逆流した痕跡を確認しております。 

  翌日、令和２年１２月２５日、清掃業者による床上・廊下の清掃を開始。 

  年が明けまして令和３年１月１１日、床下清掃及び復旧工事を開始しております。

期間は１月２２日までの１２日間とし、この間、被害者及び妻はホテルへ宿泊し、

被害者の母は親戚宅に宿泊しております。 

  令和３年１月２２日、床下清掃及び復旧工事が完了。 

  令和３年１月２３日、被害者及び妻、被害者の母が帰宅しております。 

  事故の原因と今後の対応についてです。 

 堀見内字置上にあるマンホールポンプ場は２台の水中ポンプにより、下流へ汚水

を圧送しており、２台のうち１台の処理能力が低下している状態にあったものの、

特殊なポンプなため、オーバーホールに２カ月、新規更新に４カ月の時間を要する

ため、緊急の機能回復が見込めなかったことから、代替ポンプの捜索を依頼しなが

ら経過観察をしておりました。 

  事故のあった１２月２４日は、雨水の流入が原因と思われる想定以上の流入量が

あり、ポンプの圧送能力を超えてしまい、ポンプ場に最も近い被害者宅に逆流した

ものであり、そのほかの住宅に被害はありませんでした。 

  現在は応急修繕により、処理能力が幾分回復しておりますが、今後は市内他地区

のポンプを移設稼働させた上で、処理能力が落ちているポンプのオーバーホールを

行い、機能の回復を図ることとしております。 

損害賠償の額についてです。 

資料右下をご覧願います。 

  損害賠償額の算定根拠でありますが、右下の記載の内訳のとおり、家屋工事費、

清掃費、宿泊費、工事期間の光熱費等に要する費用といたしましては２８１万８,
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７２０円となりますが、当該住宅が建築後９年を経過していることから、価値の減

少分を控除した２３９万９,２６２円を時価損害賠償額とし、不足分を上下水道局下

水道課の自己資金４１万９,４５８円で補塡する内訳となっております。 

 施設管理の不備により、被害に遭われた相手方及び市に損害を与えてしまい、誠

に申し訳ありませんでした。今後このような事がないよう、再発防止策を講じてま

いります。 

   以上、議案第２３号についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご

承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございます。 

この案件につきましては、所管事務調査の案件となっております。 

それでは質疑のある方は、お願いをいたします。 

はい、本間委員。 

〇委員（本間輝男） この箇所については、先般、所管事務調査で話があったから、

それ以上申し上げませんけれども、去年のこの地域及びこの図面の下、高梨八嶋地

域において去年ここで川が氾濫して、かなりの面積、洪水に遭いました。この地図

の真下です、赤い印の真下に。んで、ここら辺というのは３本の川が合流する地点

で、非常に水が多い所です。んで、今、たまたまこの被害箇所のお宅というのは非

常に温厚な方であったから、このぐらいで終わったと思うけれども、やっぱりここ、

福田地域の流量を変えたことによって、特異なことなんだろうけども、ここいずれ

去年、道路河川課とも協議しながら、かなりのここ水漬いたとこです。ですから、

やっぱり相当吟味しながら当たっていただきたいという、私なりの要望も兼ねまし

て。答弁はいりません 

○委員長（佐藤育男） はい。ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） はい。なければ、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。 

これより、採決をいたします。本件は原案のとおり可決することに、ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し
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ました。 

 

○委員長（佐藤育男） 次に議案第３３号、令和２年度大仙市簡易水道事業会計補正

予算（第２号）を議題といたします。 

当局の説明を求めます。田畑経営管理課長。 

○経営管理課長（田畑睦子） 議案第３３号、令和２年度大仙市簡易水道事業会計補

正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。 

資料ナンバー２の補正予算書８３ページと、資料ナンバー２－１、主な事業の説

明書の２４ページ・２５ページをご覧願います。 

今回の補正予算は、秋田県が実施する河川改修事業の進捗に合わせ、事業費を減

額するもの、並びに集中監視システム統合整備事業において、事業内容が確定した

ことに伴い、減額補正をお願いするものであります。 

それでは補正予算の内容について、ご説明いたします。 

第２条資本的収入及び支出の補正でありますが、はじめに収入の企業債は、河川

改修事業及び集中監視システム統合整備事業において、事業内容が確定したことか

ら２,３８０万円の減額補正をお願いし、補正後の額を４億３,８３０万円とするも

のであります。 

次に補償金については、秋田県が実施する淀川築堤工事の進捗に遅れが生じ、市

が実施を予定していた配水管の布設替工事にも遅れが生じたため、県からの補償金

として予定していた１,５２９万９千円の減額補正をお願いし、補正後の額を５,９

１４万７千円とするものであります。 

なお、これらの減額事業費については、精査の上、新年度当初予算に再度計上し

ております。 

支出につきましては、集中監視システム統合整備事業が、新型コロナウイルス感

染症の影響等により進捗に大幅な遅れが生じ、事業達成が困難となったため１,５０

０万円の減額と、淀川河川改修事業に伴う配水管布設替工事費の未着手分を合わせ

て３,９１２万３千円の減額補正をお願いし、補正後の資本的支出を１１億９,４２

０万８千円とするものであります。 

この補正に伴い、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３億６,８９１

万８千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４,３４６万１千円、

当年度分損益勘定留保資金３億２,５４５万７千円で補塡するものとする。」に改め

るものであります。 
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以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） ありがとうございます。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） はい。なければ、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。 

これより、採決をいたします。本件は原案のとおり可決することに、ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（佐藤育男） 次に議案第３４号、令和２年度大仙市下水道事業会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

当局の説明を求めます。田畑経営管理課長。 

○経営管理課長（田畑睦子） 続きまして議案第３４号、令和２年度大仙市下水道事

業会計補正予算（第３号）について、ご説明申し上げます。 

補正予算書９３ページと、資料ナンバー２－１、主な事業の説明書の２６ページ、

Ａ３判資料の下水－１を併せてご覧願います。 

今回の補正予算は、汚水の住宅への流入に伴う損害賠償金の補正と、秋田県が実

施している事業の建設費負担金の補正をお願いするものであります。 

それでは、補正予算の内容について、ご説明申し上げます。 

はじめに、第２条の業務の予定量についてであります。 

建設改良事業の予定量を１,４０９万７千円補正し、補正後の予定量を４億９,２

１９万５千円とするものであります。 

次に、第３条収益的収入及び支出につきましては、議案第２３号においてご説明
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いたしました汚水の流入に伴う損害賠償経費についてであります。補償額２８１万

９千円と、収入として総合賠償保険金２３９万９千円の補正をお願いするものであ

ります。 

次に、第４条の資本的収入及び支出の補正であります。  

予算書は９４ページをご覧願います。 

県が実施する事業への建設費負担金です。流域下水道建設費負担金及び県南地区

広域汚泥資源化事業建設費負担金について、１,４０９万７千円の補正をお願いし、

補正後の資本的支出を２５億４,０５５万９千円とし、これに伴い企業債を１,４２

０万円補正し、補正後の資本的収入を１６億３,１６３万６千円とするものでありま

す。 

この補正に伴い、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９億８９２万

３千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２,２２２万円１千円、

当年度分損益勘定留保資金８億８，６７０万２千円で補塡するものとする。」に改

めるものであります。 

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願

い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） はい。なければ、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
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○委員長（佐藤育男） 次に議案第５１号、令和３年度大仙市上水道事業会計予算を

議題といたします。 

はじめに予算概要について、当局の説明を求めます。田畑経営管理課長。 

○経営管理課長（田畑睦子） 議案第５１号、令和３年度大仙市上水道事業会計予算

について、ご説明申し上げます。 

説明に用いる資料は資料ナンバー３、令和３年度当初予算書と主な事業の説明書

に加え、Ａ３判資料の上水－１であります。 

はじめに、私から上水道事業の概要について説明させていただきますが、時間の

都合上、できるだけ説明を割愛させていただき、新たな取り組みなど前年度との変

更点に絞って説明をさせていただきます。なお、主な事業の説明については、事業

担当課長よりご説明申し上げます。 

当初予算書は３９７ページをご覧下さい。 

はじめに業務の予定量でありますが、給水戸数は対前年度比１９０戸増の１万５,

２０６戸、年間総配水量は対前年度比１９万３８立方メートル増の４２２万２,１０

１立方メートル、１日平均配水量は対前年度比５２０立方メートル増の１万１,５６

７立方メートルを予定しております。 

次に第３条、収益的収入及び支出でありますが、Ａ３判資料の１ページ、当初予

算概要の左側をご覧ください。 

収入の事業収益は、対前年度比８１２万７千円減の８億８,５２７万１千円を見込

んでおります。内訳といたしましては、収入の９割を占める水道料金は、対前年度

比１,４９８万１千円減の７億９,７３２万９千円であります。また、営業外収益は

一般会計からの補助金や長期前受金戻入などで、対前年度比７９０万７千円増の６,

７９１万２千円を予定しております。 

支出の事業費用については、対前年度比８６５万６千円増の８億２,４１８万８千

円を見込んでおります。増額の主な理由でありますが、営業外費用の企業債支払利

息と消費税の納付分、合わせて９２０万３千円減となった一方で、減価償却費が３,

０６６万円増となったことなどによるものです。 

次に第４条、資本的収入及び支出についてでありますが、予算書は３９８ページ、

予算概要は右側をご覧願います。 

資本的収入は、対前年度比５６８万７千円減の５７２万９千円を見込んでおり、

減額の主な理由は、県事業に伴う補償金の減額であります。 

資本的支出は、対前年度比８,６９７万８千円増の３億１,１５３万円を見込んで
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おり、増額の主な理由として企業団地整備に伴う配水管布設工事と、企業債元金償

還金であります。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３億５８０万１千円につい

ては、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金などで補塡するものであります。 

また、繰入金は前年度と同額の８７３万４千円を予定しております。 

第５条以下については説明を割愛させていただき、引き続き、主な事業について

水道課長がご説明申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございます。 

次に事業内容について、当局の説明を求めます。野中水道課長。 

○水道課長（野中正幸） それでは私から、議案第５１号、令和３年度大仙市上水道

事業会計予算の事業内容について、説明させていただきます。 

主な事業の説明書、上下水道局分ですが１１－１ページ、それからＡ３判の紙の

資料、常任委員会資料・上水－１、こちらの２ページをお開きください。よろしい

でしょうか。 

それでは、ご説明申し上げます。 

上水道事業の配水施設拡張改良事業は継続事業で、令和２年度に比較し７,２６７

万７千円増の１億２,２７８万４千円を計上しております。 

安全な水道水を安定的かつ効率的に配水するため、漏水事故や濁り水の発生しや

すい管路を優先的に改良し、計画的に整備を進めることで、有収率の向上と経営基

盤の安定化を図ることは、水道事業の根幹を占めるものでございます。 

Ａ３判の資料の位置図をご覧ください。各工事の予算額を記載しておりますので、

ご覧いただきたいと思います。 

令和３年度の拡張工事としましては、１番の大曲西根地区に造成される企業団地

に延長４３７メートル、４千万円を計上しております。２番の内小友字岡崎地内で、

令和元年度までに整備しました七頭
なながしら

地区の配水管拡張に延長１３４メートル、７０

０万円、３番の角間川字大中島地内の配水管延長に延長６０メートルで４００万円

を計画しております。 

配水管改良工事としましては、令和２年度から着手いたしました４番の大曲あけ

ぼの町地内の配水管改良工事に延長３３５メートル、４千万円、５番の戸蒔松ノ木

地内で延長２７０メートル、２千万円、６番の内小友字山根地内で延長６３メート

ル、４００万円の工事を計画しております。なお、令和２年度に実施いたしました

橋りょう添架管の点検で判明した、老朽化の激しい藤木下橋、館の橋の添架管を改
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修するため、実施設計業務を合わせて７７８万４千円で委託する計画でございます。 

Ａ３判の資料には、３ページ以降にはそれぞれの詳細な位置図を記載しておりま

す。 

以上、令和３年度大仙市上水道事業会計予算の事業内容について、ご説明申し上

げました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 収益的収入が営業収益・給水収益、落として見てるんだけれど

も、これは加入戸数は増えてるんだけども、人口が減るという前提で掛かってるす

か。 

○委員長（佐藤育男） はい、田畑課長。 

〇経営管理課長（田畑睦子） はい、そのとおりです。給水戸数が約３５０人前後減

っておりますので、それで減額しております。あと給水人口減のほかに、有収率で

すけれども、有収率の方、見直ししております。この率についてはできるだけ現状

に近い割合に近づけたため、その割合を下げております。そのため有収率が下がり、

使用料も減収しております。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 企業会計で、この会計が一番安全かつ適切に執行されている予

算だと私は思ってますが、全体の流れからいえば営業収益落としながらも、かなり

きつく見ながらも、営業費用は逆に増えてるというようなことで、やっぱり、かな

りこの水道関係もかなりきついという将来見込みを立てながらの予算編成であっ

たのか。今野管理者にお聞きします。 

○委員長（佐藤育男） はい、今野管理者。 

〇上下水道事業管理者（今野功成） お答え申し上げます。給水収益については、先

ほど経営管理課長が申し上げましたとおりであります。それで支出の方につきまして

は、主に減価償却費がこれまでよりも、宇津
う つ の

台
だい

浄水場の完成に伴い、現金、お金が伴

わない支出でございますが、大きく増えたということで収益の方が増加しているとい

うことであります。なお、経営につきましては委員ご指摘のとおり、この会計につき

ましては非常に健全な経営ではありますが、やっぱり毎年毎年、利益は、純利益につ

きましては少しずつ減少しているというのが、状況でございます。 
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○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 最後になります。いずれ、宇津台の浄水場ができてきて、その

償還も始まってくる中で、かなりきついなと思っています。んで、やっぱり内部留

保資金を、これ減価償却の中で調整すると思うんだけども、収支差し引きがやっぱ

り、ここが確実に上がってこなければ、やっぱり経営を圧迫するという感じになる

と思います。んで、その原点の中にやっぱり水道管の布設が、大分やっぱり長期に

わたってかなり傷んでくるというような状況が当然あるわけです。そういうことに

ついてはかなり吟味していると思うんだけども、資本的収入・支出のところで、や

っぱりこの不足額が極端に大きいというところが、私なりに見ると、ここがネック

だなあと私なりには見てます。この減価償却含めたこの内部留保資金の扱い方につ

いて、と同時に収支差し引きのこの考え方というのは将来的に管理者、何と見てま

すか。 

○委員長（佐藤育男） はい、今野管理者。 

〇上下水道事業管理者（今野功成） 質問にお答え申し上げます。委員ご指摘のとお

り、配水管も大分、布設から年数が経過してまして老朽化しておりまして、その更

新の時期に来ていることは間違いございません。また、もう一つは、もう一つの浄

水場であります玉川浄水場もまもなく５０年を迎えるということで、宇津台の終了

した後は、いつ玉川浄水場を改築するかというのも、ひとつの方向性を見出さなけ

ればならない時期には来ていると思います。そういう中で今回、これまでは企業債

を起こすことなく経営できていた事業でございますけれども、宇津台浄水場事業が

２８億円という巨費でございましたので、昨年度に限り８億円の地方債を起こしま

して、それ以外は内部留保資金を充当していたということで、私としては非常に優

秀な、優良な会計だったと思いますが、その８億円の償還今後出ますし、委員のご

指摘のとおり老朽管の更新等もありまして、これまでのような、もちろん安定した

経営に取り組んでまいりますけれども、少し資本的支出については先を見越しなが

ら、やっぱり、しっかりと経営していかなければならないと考えております。 

○委員（本間輝男） はい、分かりました。 

○委員長（佐藤育男） いいですか。 

○委員（本間輝男） 結構です。 

○委員長（佐藤育男） はい。ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） はい。なければ、質疑を終結いたします。 
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これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。 

これより、採決をいたします。本件は原案のとおり可決することに、ご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（佐藤育男） 次に議案第５２号、令和３年度大仙市簡易水道事業会計予算

を議題といたします。 

はじめに予算概要について、当局の説明を求めます。田畑経営管理課長。 

○経営管理課長（田畑睦子） 続きまして議案第５２号、令和３年度大仙市簡易水道

事業会計予算について、ご説明申し上げます。 

当初予算書は４２９ページ、Ａ３判資料・簡水－１の１ページをお開き願います。 

はじめに業務の予定量でありますが、給水戸数は対前年度比９６戸減の８,９８７

戸、年間総配水量は対前年度比１万７,７７０立方メートル減の２７２万９,７５３

立方メートル、１日平均配水量は対前年度比４８立方メートル減の７,４７９立方メ

ートルを予定しております。 

次に第３条、収益的収入及び支出でありますが、Ａ３判資料、当初予算概要の左

側をご覧願います。 

収入の事業収益は、対前年度比３,３８７万２千円減の１２億４,７１３万８千円

を見込んでおります。収入の約半分を占める水道料金については、給水戸数の減少

と新型コロナウイルスの影響により、温泉、道の駅、福祉施設等で使用料が減少し

ており、対前年度比１,９９５万４千円減の５億８,０７４万１千円であります。ま

た、営業外収益は一般会計からの補助金や長期前受金戻入などを見込んでおります。 

次に、支出の事業費用については、対前年度比７,０９１万２千円減の１１億６９

１万円を見込んでおります。営業費用は取水施設、浄水施設、配水施設などの維持

管理費用のほか、簡易水道事業全般に係る費用を見込んでおりますが、主な減額の

要因は、現金の支出を伴わない減価償却費の減によるものであります。また、営業

外費用は企業債支払利息が主な費用であります。 

次に第４条、資本的収入及び支出についてでありますが、予算書は４３０ページ、
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当初予算概要は右側をご覧願います。 

資本的収入は、対前年度比２,３９６万９千円減の８億４,０４２万円を見込んで

おり、減額の主な要因は、水道未普及地域解消事業に係る国庫補助金のほか、一般

会計からの出資金が増となる一方で、県の河川改修に伴う補償金などが減額となる

ためであります。 

次に資本的支出は、対前年度比２,０５３万５千円減の１２億１,２７９万６千円

を見込んでおり、主な理由として協和地域の橋りょう添架管工事等に係る負担金と

企業債元金償還金が増となる一方、配水施設拡張改良費が減額となるためでありま

す。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３億７,２３７万６千円につ

いては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、並びに当年度分損益勘

定留保資金で補塡するものであります。 

また、繰入金につきましては、企業債償還分が増となったことから、１,１００万

円増の４億５,９００万円を予定しております。 

第５条以下については説明を割愛させていただき、引き続き、主な事業について

水道課長がご説明申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

次に事業内容について、当局の説明を求めます。野中水道課長。 

○水道課長（野中正幸） それでは私から、議案第５２号、令和３年度大仙市簡易水

道事業会計予算の事業内容について、説明させていただきます。 

主な事業の説明書は１１－２ページ、Ａ３判の常任委員会資料・簡水－1 の説明

資料は、ただいま見ていただきました当初予算概要の次の２ページをお開きくださ

い。 

説明申し上げます。 

簡易水道事業の神宮寺地区簡易水道事業は継続事業で、前年度比３,５７３万５千

円増の２億４,１００万６千円を計上しております。 

隣接する北楢岡地区簡易水道と大野地区簡易水道の統合、並びに水道未普及地区

の松倉地区への配水管拡張を行い、水道利用者を確保し、事業継続を図るものでご

ざいます。 

令和３年度は前年度に引き続き、松倉地区の配水管布設工事に延長３,３８８メー

トル、１億５,９０３万８千円、金葛・関口地区の配水管布設替工事に延長６８９メ

ートル、４,３６９万２千円を計上しております。 
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Ａ３判の資料の３ページをお開きください。 

神宮寺浄水場地内の急速ろ過器ろ材充塡等工事としまして３,８２７万６千円、こ

れらを合わせて、全体で２億４,１００万６千円の事業を計画してございます。 

続きまして事業説明書１１－３ページ、紙のＡ３判の資料は４ページをお開きく

ださい。 

協和南部地区簡易水道事業は継続事業で、前年度に比較しまして１,５６８万６千

円増の８,８８６万９千円を計上しております。 

協和南部地区簡易水道事業は、水道施設、配水管の老朽化による漏水事故等が多

発したことから、平成２９年度から年次計画により配水管の布設替えを行っており

ます。 

令和３年度は半仙
はんせん

小平沢
こだいらざわ

工区で延長８８２メートル、５,８４３万２千円、半仙団

地工区で延長６６４メートル、３,０４３万７千円の布設替えを計画しており、合わ

せて８,８８６万９千円を計上し、令和７年度の完成を目指しております。 

次の５ページには、全体の計画と年度別の事業位置図を記載しておりますので、

後ほどご覧願います。 

先ほど、小平沢
こだいらざわ

と申し上げましたが、小平沢
こ ひ ら ざ わ

の間違いでございます。大変申し訳

ございませんでした。訂正させていただきます。 

続いて事業説明書は１１－４ページ、Ａ３判の紙の資料につきまして、次の６ペ

ージをお開きください。 

南外地区簡易水道事業は継続事業で、前年度に比較し５,７９６万円減の８,２０

４万円を計上しております。 

南外地区簡易水道事業は、内小友中山地区へ給水を拡張するため、令和２年度か

ら配水管布設工事に着手いたしました。 

令和３年度は、延長１,３９０メートル、７,９８３万６千円を計上しております。

また、中山配水ポンプ場を新たに設置しなければならないため、用地の鑑定評価、

購入費、立木補償費を合わせて３１９万、計画しております。なお、配水ポンプ場

の建築は令和５年度、通水の開始は令和６年度の予定となっております。 

続きまして事業説明書１１－５ページ、Ａ３判の資料は４ページにお戻りいただ

きましてお開きください。 

河川改修工事に伴う配水管布設替事業（協和地域）は継続事業で、前年度に比較

し５７０万１千円減の５,７５３万８千円を計上しております。 

淀川河川改修事業に伴います、国道３４１号に架かる川原橋並びに馬場橋の架け
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替えに伴い、添架管の布設替えを県工事の進捗に合わせて実施いたします。 

令和３年度は、馬場橋の布設工事に２,２１２万１千円を計上しております。なお、

馬場橋の主構造変更負担金として県に２２６万円、川原橋の主構造変更負担金とし

て県に１７４万１千円、並びに足場共同施工のための負担金としてＮＴＴインフラ

ネットに３,１４１万６千円を計上しております。なお、馬場橋は令和３年度中、川

原橋は令和４年度の完成予定となってございます。 

以上、令和３年度大仙市簡易水道事業会計予算の事業内容について、ご説明申し

上げました。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） すいません、私だけ。早く質問します。大変不調法です。簡水

計画について、私、前から思っていることなんだけども、一つは旧町村時代、補助

が国から入ってくるという前提で、土木予算の確保という意味からもして、非常に

これ前向きに旧町村で取り組んできた事業だと思います。ただ、これだけやっぱり

事業がどんどんやっぱり長期間にわたってやっていくとすれば、市の財政負担もか

なり増えてくるんじゃないかなという危惧をしてます。んで、これ見ても分かると

おり、水道料金の料金設定が半分にもいかないような状況にあるわけです。んで、

これ収益的の見ても分かるとおり、１２億５千万の中で６億弱ぐらいしかないとい

うようなことからして、かなりきついと思っています。んで、一般会計から出資金

として２億６千万、それから一般会計の繰越金が５億円ぐらい投入しながら進めて

いく事業だと思うんだけども、これ、こういう事業というのはどんどんどんどん先

を見越して進めていくという姿勢にあるのかどうか。どっか途中で、どっかで軌道

修正かけていかないと、会計として持たないというような考え方してるのか、まず

それが第１点。 

  第２点は、簡水の決算書というのは一本で出てきます。んで、これ一本で出され

てると、非常に経営内容が、私らとしてみれば十把一絡げで分かりにくいと。例え

ば仙北地区、南外地区、協和地区とかこういう地区別に収支を、単式で結構です、

複式でなくていいから、単式で出すような考え方というのは。例えば収入がどれぐ

らいあって、経費がどのぐらい掛かって、収益がどのぐらいあるかというような考

え方、地域ごとに出せるようなものなのかどうか。そこら辺について管理者なり課
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長が答弁していただければと思います。 

○委員長（佐藤育男） はい、今野管理者。 

〇上下水道事業管理者（今野功成） 本間委員のご質問にお答え申し上げます。まず

は１点目の簡易水道事業、旧町村時代から大分長年にわたって進めてきてるけども、

このまま進めるのか軌道修正を行うのかというご質問でございます。簡易水道事業

は旧町村時代に大分進めてまいりまして、合併後について地区として整備したのは

西仙北地域の大沢郷地区だけだと承知しております。そういうことで、現在の人口

の状況、今後の状況等を考えますと、今、市の西側、協和・西仙北・神岡・南外に

ついては加入されない方もいらっしゃいますが、全戸に接続できる配水管を布設し

ております。ですから、私どもとすれば西部の４地区については簡易水道エリアと

いうことです。ただ、東部の太田地域は簡易水道ございません。それから中仙も普

及率は３割程度でございまして、仙北地域で５割程度ということで、井戸水の水量

が豊富だということもありまして、なかなか旧町村時代からこう進んでこなかった

という事情もありますし、合併後、新たな簡水の増設についてのアンケートも実施

しましたが、あまり多くの方の賛成を得られないということで、今現在、状況にあ

りますので、簡易水道事業の拡張ということ自体は今現在、特に大きいエリアとい

うことでは考えておりませんので、主に維持管理、それから今は人口減少に向かっ

た施設の統廃合の方を進めておりますので、なるべく経費を掛けない、料金収入も

下がってまいりますんで、そういう方向に事業を向けております。 

  それから２点目の地区ごとに、旧町村単位の地区ごとに経費、収入と支出、出る

かということですが、これ決算ベースだと多少案分しなければならないケースも出

てくると思いますが、細かいところまではいかないとすれば、おおむねは出せると

考えております。 

  以上です。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 二つ目の質問については、これは経費の案分、当然だと思いま

す。んで、私らからすれば、その数字を見ていいとか悪いでなくて、直せるものが

あるかどうかを確認したいという意味なので、そこら辺は出していただけるとすれ

ば、３年度中に出していただけるとすれば、２年度分とかそういうかたちを出して

いただければありがたいと思ってます。 

  で、もう一つだけ、ちょっと聞きます。市の財政負担について、これ市長・副市

長等と当然、管理者、協議すると思いますけれども、これに対して市長サイドから
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はどういうような要望とか、こういうふうなかたちをとってほしいとか、そういう

基本的な姿勢については、市長・当局側から何とか言われてるすか。 

○委員長（佐藤育男） はい、今野管理者。 

〇上下水道事業管理者（今野功成） 本間委員のご質問にお答え申し上げます。この

公営企業会計といいますか、水道・簡易水道・下水道につきましては、私の方にこ

の経営の部分を任せられている関係もありまして、特に指示というのはありません

けれども、ただ、委員ご指摘のとおり、簡易水道事業は一般会計からの繰入金が、

今年度も収益的、それから資本的入れて４億５,９００万円ということで、大分大

きい金額でありますので、ここいら辺は私どもの方でも、先ほど申し上げました施

設の統廃合とか、この後、民間の方に施設の維持管理を委託する方向で検討する等

で、経費を抑制するかたちを取りながら、経営は進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 最後の質問になります。私のとこの仙北地域、太田も中仙地域

も奥羽の伏流水というかたちで、簡水に入らない地域もかなりあります。ただ、そ

ういう地域もかなり老朽化した管路を持ったり、それから揚水機が故障とか、それ

からボーリングが再度必要なような、簡水に入らない地域もあるわけです。そこら

辺のことについて、これ企業会計とは若干違いますけれども、これからいずれ簡水

を造ろうかなあなんていう地域がもし出た場合の対応についての姿勢を求めます。

ちょっと聞きます。 

○委員長（佐藤育男） はい、今野管理者。 

〇上下水道事業管理者（今野功成） 本間委員のご質問にお答え申し上げます。仙北

地域については委員ご指摘のとおり、組合簡水と申しますが、大分多くて、そちら

の方で水を確保されているという市民の方も大勢いらっしゃいます。ただ、最近で

すけども、やっぱりその管理か、もしかすると井戸の状況等によるものと思われま

すが、近くに市の簡易水道の配水管が行ってる地域の中には、将来、市の水道の方

から供給をいただけないかというご相談をいただいている場所もございますので、

そういう場合については、水は、これは市民にとって必要なインフラでございます

ので、ぜひ拡張しながら要望に応えてまいりたいと考えております。 

○委員（本間輝男） はい。終わります。 

○委員長（佐藤育男） はい。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



 

   - 19 - 

 

○委員長（佐藤育男） はい。なければ、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。 

これより、採決をいたします。本件は原案のとおり可決することに、ご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  審査中ですが、休憩ため、暫時休憩をいたします。この時計で１１時５分、再開

といたします。 

 

（ 午前１０時５３分 休 憩 ） 

 

（ 午前１１時０３分 再 開 ） 

 

○委員長（佐藤育男） それでは休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

次に議案第５３号、令和３年度大仙市下水道事業会計予算を議題といたします。 

はじめに予算概要について、当局の説明を求めます。田畑経営管理課長。 

○経営管理課長（田畑睦子） それでは最後に議案第５３号、令和３年度大仙市下水

道事業会計予算について、ご説明申し上げます。 

当初予算書は４６３ページ、主な事業の説明書は１１－６から、Ａ３判資料の下

水－２を併せてお開き願います。 

はじめに業務の予定量でありますが、接続戸数は対前年度比５６４戸増の１万４,

８０３戸、年間総処理水量は対前年度比６万５,９３９立方メートル減の４３７万２,

９６８立方メートル、１日平均処理水量は対前年度比１８１立方メートル減の１万

１,９８０立方メートル、建設改良事業は対前年度比１億３,５９３万２千円減の３

億３,４６９万円を予定しております。 

次に第３条、収益的収入及び支出でありますが、Ａ３判資料の１ページ、当初予

算概要の左側をご覧願います。 

収入の事業収益は、対前年度比１億３,０２８万２千円減の３３億６,７６１万１

千円を見込んでおります。主な内訳でありますが、下水道使用料は大曲地域の整備
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工事が完了したことに伴い、接続率が向上したことなどから、対前年度比１,２４７

万２千円増の６億８,０８２万１千円であります。また、営業外収益の一般会計から

の補助金については１億３,６００万円の減となっておりますが、これは配分割合の

見直しによるもので、資本的収入に繰り入れる出資金は１億２,９００万円増額して

おり、この二つを合わせた繰入金の合計は、Ａ３判資料の中程右側に記載のとおり、

７６０万円減の２０億６,９２０万円であります。 

次に支出の事業費用については、対前年度比３,０４２万１千円減の２８億３,８

９８万円を見込んでおります。営業費用は、管渠
かんきょ

や処理場などの維持管理費用のほ

か、事業全般に係る費用、流域下水道負担金及び減価償却費などであります。また、

営業外費用は企業債支払利息が主な費用であり、年々減少傾向にあります。 

次に第４条、資本的収入及び支出についてでありますが、予算書は４６４ページ、

予算概要は右側をご覧願います。 

資本的収入は、対前年度比６,５２３万３千円減の１５億４,３４０万３千円を見

込んでおり、企業債、一般会計からの出資金、国庫補助金などのほか、簡易水道事

業と同様に、河川改修に伴う県からの補償金が加わっております。 

次に資本的支出は、対前年度比１億２,６３６万５千円減の２３億９,２６２万１

千円を見込んでおります。主な内訳でありますが、建設改良費は大曲西根地区の企

業団地整備事業に係る管渠工事、神岡東部地区の農業集落排水施設を流域下水道に

接続するための管渠工事などであります。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８億４,９２１万８千円につ

いては、当年度分損益勘定留保資金、並びに消費税及び地方消費税資本的収支調整

額で補塡するものであります。 

第５条以下については説明を割愛させていただき、引き続き、主な事業について

下水道課長がご説明申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

次に事業内容について、当局の説明を求めます。古屋下水道課長。 

○下水道課長（古屋和久） 議案第５３号、令和３年度大仙市下水道事業会計予算の

事業内容について、ご説明申し上げます。 

主な事業の説明書は１１－６ページをお開きください。 

下水道事業 建設改良費（公共下水道・特定環境保全公共下水道）であります。 

事業費は、前年度比１億３,６６５万７千円減の１億９,４７１万５千円でありま

す。 
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  続きまして、Ａ３判資料・下水-２の１枚目をご覧願います。 

事業一覧表となっております。 

続きまして、Ａ３判資料の２ページをお開き願います。 

下水道事業位置図となっております。 

資料は３ページをお開き願います。 

公共下水道管渠布設工事の大曲地域の位置図となります。 

大曲地域福見町の私道の管路工事であります。公共下水道整備工事は面整備とし

ては令和２年度で終了いたしますが、この工事は大仙市公共下水道処理区内私道対

策公共下水道敷設要綱に基づいて行います。管路工事は赤く着色された箇所で、延

長３４.５メートル、事業費４６０万円を計上しております。 

資料は４ページをお開き願います。 

ストックマネジメントによる管渠改築工事です。 

佐野町、朝日町及び若竹町地内に昭和４３年、民間資本により整備された下水道

でありますが、管のたるみ・破損・ずれ等が生じてきており、令和２年度から改築

し、令和３年度及び令和４年度で開削による布設替え工事を行うものであります。

赤く着色された箇所が令和３年度分で、総延長２５６.１７メートル、事業費３,２

１０万円を計上しております。緑で着色された箇所は令和４年度分であります。 

続きまして、資料は５ページをお開き願います。 

神岡東部地区農業集落排水施設の流域への接続でありますが、令和２年度から整

備が開始され、令和３年度及び令和４年度の整備計画となっております。令和３年

度は赤く着色された箇所で、延長８４３.２メートル、工事費７千万円を計上してお

ります。令和４年度は緑色で着色された箇所であります。 

続きまして、資料は６ページをお開き願います。 

仙北地域福田地区の流域下水道接続工事であります。 

この工事は今年度、置上ポンプ場でのマンホールポンプ故障による下水道汚水の

住宅への流入事故を受け、対策工事として圧送管路を二条化、管路を１本追加し、

貯留マンホールを設置する工事であります。延長が６００メートル、貯留マンホー

ル１カ所。工事費４,５００万円を計上しております。 

また、資料はございませんが、下水道施設更新工事として大曲地域のほかに、仙

北地域置上ポンプ場マンホールポンプ更新工事等として、工事費２,４０１万５千円

を計上しております。 

主な事業の説明書ですけれども、１１－７ページをお開きください。 
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下水道事業 建設改良費（農業集落排水）であります。 

事業費は、前年度比１,６７７万６千円増の１億１,５１３万４千円であります。 

資料は７ページをお開き願います。 

河川改修関連事業 農業集落排水管渠布設替工事の位置図です。 

淀川河川改修 川原橋・馬場橋・川口橋３橋の架け替えに伴うマンホールポンプ施

設かさ上げ工事、及び雄物川河川改修 小平沢樋門
ひ も ん

管渠移設工事として、延長が６３

メートル、工事費合計１,５３１万２千円を計上しております。 

また、資料はございませんが、マンホール施設工事積算業務委託料として７２万

円、川原橋下水道管添架工事に伴う負担金といたしまして１,４８４万２千円を計上

しております。 

資料は８ページをお開き願います。 

企業団地整備関連事業 農業集落排水管渠布設工事の平面図であります。 

令和２年度からの継続事業となりまして、令和３年度は総施工延長５０８.４メー

トル、マンホール設置工６カ所、水中ポンプ１.５キロワット２台等で、工事費４,

２００万を計上し、令和３年度で終了予定となっております。 

資料は９ページをお開き願います。 

機能強化事業（処理区統合・処理場改築更新）であります。 

西仙北地域川里地区処理場の改築更新の実施設計といたしまして１,３３０万円

を計上しております。 

資料は、１０ページから１１ページをお開き願います。 

機能強化事業の機能診断・事業計画策定業務委託であります。 

農業集落処理区同士の統合や改築更新に向け、機能診断をして事業計画書を策定

する事業です。資料１０ページは協和地域の稲沢処理区を水沢処理区に統合するも

ので、機能診断３２１万円、計画策定２８０万円を計上しております。資料１１ペ

ージは太田地域の大町処理区を横沢処理区に統合するもので、機能診断１９０万円、

計画策定２５０万円を計上しております。 

  資料はございませんが、ほかに農業集落排水施設更新工事として、大曲地域角間

川処理場破砕機などの更新工事として、工事費１,８５５万円を計上しております。 

主な事業の説明書は１１－８ページをお開きください。 

下水道事業 建設改良費（流域下水道建設費負担金）であります。 

資料の添付はございません。 

事業費は、前年度比１,４９７万５千円減の１,１９７万８千円であります。 
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流域下水道建設費負担金の令和３年度事業内容といたしましては、処理場施設の

照明設備更新設計、大曲幹線ほかの管渠布設工事、管渠耐震診断を予定しており、

市町村別計画汚水量を基に案分し、８５６万２千円を計上しております。また、秋

田県県南地区広域汚泥資源化事業建設費負担金の令和３年度事業内容といたしまし

ては、処理場施設の測量、地質調査、要求仕様書の作成を予定しており、市町村別 

発生汚泥量を基に案分し、３４１万６千円を計上しております。 

以上、事業内容についてご説明申し上げましたけれども、よろしくご審議の上、

ご承認賜わりますようお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） まず一つは、大曲地域の公共下水道がおおむね計画を達成した

ということなんだけども、この後、まだ実施してない地域に関してどのような基本

的な方針でいくのか、ちょっとお聞きします。 

○委員長（佐藤育男） はい、今野管理者。 

〇上下水道事業管理者（今野功成） 本間委員のご質問にお答え申し上げます。大曲

地域の公共下水道事業につきましては管渠工事、市の部分については今年度で終了

でございます。それで、当初の昭和５６年に旧大曲市で計画したものについては、

現在の計画から除かれております四ツ屋地区ですとか、それから大曲の川目地区等

々含まれた計画でありましたけれども、平成２５年度にこのままの事業費で事業を

進めていくと、事業が終わる、下水道の管渠が届くまで６０年も７０年もかかると

いう 

ことでありまして、とてもそこまでお待たせするわけにもいかないという事情もあり

まして、住民説明会を開催し、現在のエリアにとどめたところでございますので、

今回の特別な新たな開発行為とかが、早期に取り組むような行為があれば別ですけ

れども、今のところは現在の地域から拡張する計画はございません。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） もう一つ。農集ほかの事業が合併槽に切り替わってきたという

ことに対して、これ経済効果とか費用対効果を考えると、私はこの方が良かったな

あと思ってますが、その効果についてはどのような判断してますか。 

○委員長（佐藤育男） はい、今野管理者。 
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〇上下水道事業管理者（今野功成） お答え申し上げます。本間委員ご指摘のとおり、

今、下水道事業を経営しておりますと、特に農業集落排水地区については当初の計

画の接続率５割も満たない所が何カ所もございまして、非常に経営が苦しくて、一

般会計からの繰入金で賄っているというのが実情でございまして、基本的な考え方

として合併処理浄化槽を推進していく、市の方ではそれに対して補助金を出すとい

う方が、下水道事業として経営するよりは、都市計画区域以外については、そうい

う方向性が正しいのではないかというような認識を持っております。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） もう一つ。農業集落排水の機能強化事業を強化していくという

ことに対して、私、非常にいいことだと思ってます。んで、やっぱり効率的な処理

場の機能を向上させるために、やっぱり従来の形式をやめて、やっぱり大きい団地

の中でくくりを大きくして、効率的な経営をするというのは大変いいことだと思い

ます。んで、このことについてはやっぱり、これからももっともっとやっぱり進め

られるとこは進めるという方向でいいすか。 

○委員長（佐藤育男） はい、今野管理者。 

〇上下水道事業管理者（今野功成） ご質問にお答え申し上げます。委員ご指摘のと

おり、現在、昨年度から仙北地域の３カ所をはじめとして、今後、市内の農業集落

排水はなるべくは、一番経費掛かるところは処理場でございますので、その施設を

統一、合併してなくして、経費の節減を図るという方向でありますので、計画を持

っておりますので、その計画にのっとって、今後しばらくは施設の統廃合を計画的

に進めてまいりたいと考えております。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） ちょっと話変わりますが、県南の流域下水道事業、これ流れと

しては悪くないんだけども、これ事業として永遠とやってるんだけども、この前も

説明書送られてきた中で見てるんだけども、これ何年なればできるやつだすか。 

○委員長（佐藤育男） はい、今野管理者。 

〇上下水道事業管理者（今野功成） 本間委員のご質問にお答え申し上げます。県の

流域下水道の大曲処理区のお話、ご質問だと思いますが、大分長い間、事業実施し

ていることはご指摘のとおりでございまして、ただ、施設を拡張するということの

工事は、今、行っておりませんので、施設の維持管理ということで更新等に、今、

県の方で事業費を投入しているということで、それに対する負担金を毎年計上させ

ていただいております。今後については今の、まもなく協定を結びます横手市の黒
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川に建設します県の流域下水道の横手処理区という所に統合されてまいりますの

で、大曲処理区については、有る以上はこの維持管理費というのは当然必要としま

すし、それに投じる資本的支出もあるかと思いますが、これまでのような拡張等の

事業はそうそうないのではないかというように考えています。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 管理者、んだでもよ、これ、おそらく１０年単位で負担金を徴

収しながらやってきてる。んで、この財源内訳を見れば国が大半だと、２分の１と。

あと、県が残りの２分の１。あと、関係町村が残りの２分の１というような体制だ

と思うんだけども、これ横手さ造るかもしれないけども、我々市民から見れば誠に

進まない事業だなという感触が常にあります。んで、秋田県がやろうとしてるのは、

国がやるからやむを得ずやっている事業なのか、それとも…。そこら辺の解釈がち

ょっと私、分からないので、管理者、どのような情報を得てますか。 

○委員長（佐藤育男） はい、古屋課長。 

〇下水道課長（古屋和久） 今のご説明させてもらいます。こちらの方なんですけれ

ども、今、管理者もおっしゃったとおり、秋田県の県南地区の方に広域の汚泥資源

化ということで、汚泥を処理する施設、今、建設の予定です。これが令和７年度に

建設が完了の予定なんですけれども、今、秋田県の方で県北に今、一つ汚泥・し尿

の方の施設造っておりまして、県の方でもまず広域化で一つ、県北に一つ、中央に

一つ、県南に一つということで、それでコストの方をできるだけ削減しようという

ことで、県主導で行っております。まず市の方としても、まず、そこら辺のところ

に関してはコストが安くなるというところで、県の事業の方にまず協議をしながら、

こちらの方に参加していくというスタンスになっておりますので、ご理解の程をよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 最後になります。時間になりましたので。合併槽のよ、申請に

関して、生活環境課とか、課の担当が非常に分かりにくいという市民の方々の声あ

ります。例えば住宅建てる場合、建築住宅課さ行く。そうすれば合併槽はここさ行

け。せば、普通だば上下水道局だかと思えば、生活環境課さ行けとかって、非常に

やりにくいという話あるんだけども、そこら辺の機構改革なり、そういうところの

話し合いはねがったもんだすか。 

○委員長（佐藤育男） はい、今野管理者。 

〇上下水道事業管理者（今野功成） 本間委員のご質問にお答え申し上げます。市の
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業務分担ということで、前、合併処理浄化槽についても平成２９年度までは下水道

課で担当しておりましたので、そういう面では市の下水道へつないでいただく場合

と、合併処理浄化槽により汚水を処理していただく場合ということで、一本化して

いった経緯はございます。んで、平成３０年度に上下水道局を公営企業化した際に、

公営企業会計、要するに事業を行うだけということでした関係上、合併処理浄化槽

の補助については委員ご指摘のとおり、他の部署へ、市長部局へ行ったという経緯

がありますので、機構改革等については私、申し上げることはできませんけれども、

そういう市民の方のご要望があったという点についてはお伝えしておきたいと思

いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 管理者言うとおりなんだ。分かるけれども、市民の立場からす

れば非常に分かりにくいと。だからやっぱりそこら辺はよ、市民の人方、実際思っ

てるし、生活環境課さ行くっていえば１階の一番奥さ行かねねど。んだすべ。 

（「そうです」と呼ぶ者あり） 

○委員（本間輝男） んだすべ。だからやっぱり、分かりにくいって言うなや。だと

すれば、そこら辺やっぱり横の連絡取るなり、きちんとした形で、浄化槽に関して

は生活環境課、あんたがた事業だからやってないというようなことを、やっぱりき

ちんとしてほしいという市民の要望です。 

終わります。 

○委員長（佐藤育男） はい、ほかに質疑はございませんか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤隆盛） まず、教えてもらいてえことだでも、今、予算議会だから確認

しますけれども、まずいろいろ下水でも上水でも使用料予定して、そして金額も収

入予定と書くと。それは、だと思うでも、実際の水道料金でも下水料金でも使わね

ば、それは下がった数字やるんだけれども、よく最後に決算打つとき感じることだ

でも、その未収入というか、そういう減額も予想してるもんだべがなと。一言よ、

予算だから立てた後に、このように。んだって数字はそうだすべ。使った料金だけ

をここさ載せてるんだすべ。当然、収益だから。俺、何言いてがっていえば、それ

をそのまま載へるのいいでも、見込みっていえばおかしいでもよ、１００パーセン

トの数字上げる、だとすれば、そのようにします、言葉、今、この後に出るかもし

れねえすどもよ。それとも未納者の部分も含めた数字、でねえと思うんだけれども、

そこら辺はなんたふうに見てるもんだべかなと。んで、１００と、んでねば、最後

に言葉で１００に目指すとかという言葉で締めていただければなと。ただ一言そう
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いうの言いてくてだったっす。 

○委員長（佐藤育男） はい、田畑課長。 

〇経営管理課長（田畑睦子） この使用料の見込み額の算定につきましては、実際の

水量から算定しておりますので、現在未納となっている人の分も含まれております。

でも、それはまず回収する目的で含んでおりますので。 

（雑談あり） 

○委員長（佐藤育男） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤隆盛） くどいようだけど、今の答弁聞いて、そうすれば、その収入の

見込みというか、それは前の払わねえ分も含まれてるということな。今の使用料ば

りのだけでねえんだな、それは。なんたふうになる。何言いてか分かんねえすか。 

○委員長（佐藤育男） はい、田畑課長。 

〇経営管理課長（田畑睦子） この予算額は現年度の分、単年度の分だけですので。 

○委員（佐藤隆盛） うん、単年度分。 

〇経営管理課長（田畑睦子） 単年度の分だけです。で、これは先ほど申しましたと

おり、実数によって出しておりますので、未納の分も含まれての見込み額となって

おります。 

○委員（佐藤隆盛） 見込み額な。 

〇経営管理課長（田畑睦子） はい。 

○委員長（佐藤育男） はい、今野管理者。 

〇上下水道事業管理者（今野功成） 佐藤隆盛委員のご質問にお答え申し上げたいと

思います。今、経営管理課長から答弁させていただきましたけれども、予算自体は

企業会計上、今、申し上げましたとおり１００パーセントの使用料に対する収入額

を計上しております。実際に当年度分、例えば今のでまいりますと、令和２年度分

ついての現在の収納率は９９.７パーセントということで、ほぼ１００パーセント

に近い状況でまず収納させていただいておりますが、委員のご指摘のとおり、実は

未納というのもありますので、それについてはご使用なさった市民の方から納めて

いただくように、引き続き取り組んでまいりたいと思いますんで、よろしくお願い

したいと思います。 

○委員長（佐藤育男） はい。よろしいですか。 

○委員（佐藤隆盛） いいす、いいす。 

○委員長（佐藤育男） はい。ほかにございませんか 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（佐藤育男） はい。なければ、質疑を終結いたします。 

  これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。 

採決をいたします。本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  以上で、上下水道局の審査を終了いたします。 

職員の入れ替えのため、暫時休憩をいたします。 

 

（ 午前１１時３４分 休 憩 ） 

 

（ 午前１１時３６分 再 開 ） 

 

○委員長（佐藤育男） それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  審査に入る前に、挨拶をお願いいたします。古屋建設部長。 

○建設部長（古屋利彦） 建設水道常任委員の皆さまは、本会議休会中のところ、常

任委員会を開催いただきまして、誠にありがとうございます 

  今冬の豪雪につきましては、１２月中旬から２月上旬までの積雪が記録的な数値

となりましたが、その後の降雪は落ち着いているものの、堆雪された雪の密度が高

く、排雪作業に多くの時間と費用を要しているのが今冬の特徴となっております。 

  本日現在の積雪深でありますが、１月５日に最高値の１６６センチを記録しまし

た大曲地域で、現在１００センチ、一番少ない地域が太田地域の２９センチとなっ

ております。 

  雪解けが進む中、今冬は低温による凍結日も多かったことから、道路舗装面の損

傷が特に目立ってきており、現在、その補修を実施しているところであります。引

き続き、道路パトロールの強化及び速やかな補修の実施に努め、利用者が安全に通

行できますよう取り組んでまいります。 

  さて、本日、ご審議をお願いいたします案件は、条例改正案２件、市道路線の認

定及び廃止案件のほか、令和２年度一般会計補正予算案として国の第３次補正予算

に係るもの、及び昨日、追加提案をお願いいたしました道路除雪対策費、それと令
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和３年度一般会計当初予算案についてであります。 

  令和３年度の建設部全体の一般会計当初予算額につきましては、前年度と比較し、

今年度で終了する事業などにより減額となった項目もありますが、部全体では前年

度より若干の増額となっております。 

各課の代表的な取り組みでありますが、道路河川課、西仙北・協和及び中仙・太

田建設事務所におきましては、継続的に実施している路線及び各地域より要望のあ

る箇所の道路改良や道路維持補修などの交通インフラ整備とともに、通学路歩道整

備事業などを引き続き実施するほか、橋りょうについては点検結果に基づき、補修

設計及び工事を実施するものであります。 

  用地対策課におきましては、引き続き、国土調査の実施、及び未登記道路の解消

に努めてまいります。 

  都市管理課におきましては、公園維持管理費について、業務量が多い公園の草刈

り業務などに対応するため、作業員の増員など拡充を図るとともに、引き続き、公

園施設長寿命化計画の策定に向け、準備を進めてまいります。 

  また、建築住宅課におきましては、依然として高い市民ニーズに対応するため住

宅リフォーム支援事業を継続するほか、計画を更新しました公営住宅等長寿命化計

画に基づきまして、市営住宅の長寿命化工事を実施いたします。 

  各案件につきましては、各担当課長からご説明申し上げますので、よろしくご審

議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

 

○委員長（佐藤育男） それでは、審査に入ります。 

  議案第１５号、大仙市建築物エネルギー消費性能向上計画等認定手数料条例の一

部を改正する条例の制定について、及び議案第１６号、大仙市低炭素建築物新築等

計画認定等手数料条例の一部を改正する条例の制定についての２件は、関連があり

ますので、一括議題といたします。 

当局の説明を求めます。讃岐建築住宅課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） それでは議案第１５号、大仙市建築物エネルギー消費

性能向上計画等認定手数料条例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第

１６号、大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例の一部を改正する条例の

制定について、ご説明いたします。 
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  こちらの議案書では、２５ページから３０ページに記載されております。説明の

方は、このＡ３判の右上に建住－１と記載した資料によりご説明しますので、次の

１ページをご覧ください。 

はじめに、１の本条例案の改正理由についてであります。 

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）及

び同法施行令（平成２８年政令第８号）の一部が改正されたこと、並びに令和２年

９月４日付の事務連絡、建築物エネルギー消費性能適合性判定等に係る手数料の設

定が発出されたことにより、所要の改正を行うものであります。 

次に、２の改正内容についてであります。 

（１）は、条例の題名を大仙市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条

例に改めるものであります。 

（２）は、法律に規定する省エネ適合性判定の対象は、これまでは２,０００平米

以上の非住宅建築物でありましたが、これを３００平米以上にするなどの制度改正

が行われたことに伴い、当該適合性判定に係る手数料の額を加えるなどの改正を行

うものであります。 

（３）は、法律の一部改正に伴う条ずれ、号の繰り下げ及び文言の整理を行うも

のであります。 

３の施行期日は、令和３年４月１日とするものです。 

  ここで大変恐れ入りますけれども、８ページ、最後のページをお願いいたします。 

表の左側には、この条例の改正概要を載せておりますが、（２）の①をご覧くだ

さい。現行は２,０００平米以上の大規模な非住宅が適合性判定の対象建築物であり

ましたが、今般の改正により、市が審査する３００平米以上の小規模または中規模

の建築物においても適合性判定が必要になることから、判定に係る手数料の額を定

めるものであります。 

②は具体の判定手数料の額を記載しておりますが、工場等の非住宅建築物にあっ

ては２万８千円、工場等を除く非住宅建築物にあっては２４万７千円とし、計画建

築物に変更が生じた場合は括弧書きの額とするものであります。 

③は建築物エネルギー消費性能向上計画の認定、及び建築物エネルギー消費性能

基準に適合している旨の認定に係る手数料の区分及び額の改正についてであります。

現行では非住宅建築物の床面積の区分は３００平米以上２,０００平米未満で、これ

に対する手数料の額は２９万２千円となっておりますが、国からの建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定等に係る手数料の設定についての事務連絡が発出され、床面
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積の区分が見直されたことから、改正後の床面積の区分を３００平米以上１,０００

平米未満、１,０００平米以上２,０００平米未満に設定し、これらに対する手数料

の額をそれぞれ２４万７千円と２９万２千円に改めるものであります。 

大変恐れ入りますけれども、前に戻って１ページをお開き願います。１ページの

新旧対照表右側の改正後（案）をご覧ください。 

第１条は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける者から、手数料を徴収

する旨の規定であります。 

第２条第１号アは、工場等の非住宅建築物または住宅部分を有する複合建築物の

非住宅部分に係る手数料についての規定でありますが、これを２万８千円とし、市

長が認める方法の場合は２万４千円とするものです。 

次の２ページをお願いします。 

上から２行目のイは、工場等を除く非住宅建築物または住宅部分を有する複合建

築物の非住宅部分に係る手数料についての規定でありますが、これを２４万７千円

とし、市長が認める方法の場合は９万７千円とするものです。 

第２号アは、前号アに掲げる計画の変更に係る手数料の規定でありますが、１件

につき１万４千円とし、市長が認める方法の場合は１万２千円とするものです。 

第２号イは、前号イに掲げる計画の変更に係る手数料の規定でありますが、１件

につき１２万３,５００円とし、市長が認める方法の場合は４万８,５００円とする

ものです。 

第３号アの（ア）から（エ）までは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

手数料の規定であります。この新旧対照表左側の現行規定と同じ内容でありますが、

法律改正に伴う条ずれ、号の繰り下げ及び文言整理を行うものであります。 

  次の３ページの右側上のイは、申請建築物に他の建築物へ熱を供給する設備があ

る場合についての規定でありますが、他の建築物が当該向上計画認定申請に記載さ

れている場合は、申請建築物及び他の建築物ごとに、アに掲げる向上計画認定申請

があったものとみなした場合におけるアの（ア）から（エ）までに定める額を合算

した額とするものです。 

第４号アの（ア）から（エ）、イの（ア）から次の４ページの（イ）までは、現

行規定と同じ内容で、前号の向上計画認定申請に変更が生じた場合の規定でありま

すが、法律改正に伴う条ずれ、号の繰り下げ、文言の整理を行うものであります。 

第５号アからエまでは、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定

手数料に係る規定でありますが、現行規定と同じ内容で、法律改正に伴う条ずれ、
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号の繰り下げ及び文言の整理を行うものであります。 

  第２項から５ページの第５項、及び第３条から別表第１までは法律改正に伴う条

ずれ及び文言の整理を行うものであります。 

  その下の別表第２は、先ほどご説明しましたが、床面積の区分を３００平米以上

１,０００平米未満の手数料を加える改正を行うものであります。 

次に７ページをお開き願います。 

議案第１６号、大仙市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例の一部を改正す

る条例の制定について、ご説明いたします。 

はじめに、１の本条例案の改正理由についてであります。 

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、及び同法施行令の一部が改正

されたこと、並びに令和２年９月４日付の事務連絡が発出されたことにより、所要

の改正を行うものであります。 

次に、２の改正内容につきましては、共同住宅の共用部分等、これは床面積３０

０平米を超える部分に限りますけれども、これの認定申請に係る手数料の区分及び

額を改めるものです。 

３の施行期日は、令和３年４月１日とするものです。 

ここで大変申し訳ないんですが、次のページ、最後のページ、８ページをお開き

願います。 

右側には、この条例の改正概要を載せておりますが、表の下の非住宅部分をご覧

ください。 

現行では、非住宅建築物の床面積の区分は３００平米を超え２,０００平米未満で、

これに対する手数料の額は３６万９千円となっておりますが、国からの建築物エネ

ルギー消費性能適合性判定等に係る手数料の設定についての事務連絡が発出され、

床面積の区分が見直されたことから、改正後の床面積の区分を３００平米を超え１,

０００平米未満、１,０００平米を超え２,０００平米以内に設定し、これらに対す

る手数料の額をそれぞれ２９万円と３６万９千円に改正するものです。また、併せ

て上の図の共用部分についても、床面積が３００平米を超える場合の額を１７万３

千円から１４万円に改正するものです。 

恐れ入りますが１ページ前に戻って、先ほどの７ページをお開き願います。 

新旧対照表【抜粋】右側の改正後（案）の別表第２及び第３に、ただいま説明し

ましたことを記載させていただいております。 

以上、議案第１５号、大仙市建築物エネルギー消費性能向上計画等認定手数料条
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例の一部を改正する条例の制定について、及び議案第１６号、大仙市低炭素建築物

新築等計画認定等手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたしま

したが、よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。  

以上でございます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） はい。なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。 

これより、採決をいたします。本２件は原案のとおり可決することに、ご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、本２件は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  審査の途中ですが、昼食のため、暫時休憩をいたします。再開は午後１時といた

しますので、よろしくお願いいたします。 

 

（ 午前１１時５３分 休 憩 ） 

 

（ 午後０時５７分 再 開 ） 

 

○委員長（佐藤育男） １時前ですけど、おそろいですので、始めさせていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

  それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に議案第２２号、市道の路線の認定及び廃止についてを議題といたします。 

  当局の説明を求めます。京野道路河川課長。 

○道路河川課長（京野和明） 議案第２２号、市道の路線の認定及び廃止について、

ご説明いたします。 

  資料ナンバー１、議案書は４４ページから４５ページになります。また、お手元
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にお配りしております資料・道路－１は１ページを併せてお開き願います。 

 本議案は、道路法第８条第２項並びに第１０条第３項の規定に基づき、市道の路

線の認定及び廃止をするものです。 

議案書の４４ページと４５ページをご覧ください。 

今回、認定及び廃止する路線について、路線番号と路線名、起終点と総延長及び

実延長を記載しております。 

 資料・道路－１の１ページをお願いいたします。 

  この表は、市道路線の認定及び廃止に関する地域ごとの内訳であります。 

  認定する路線は３路線で、実延長が１,０４７.４メートル、廃止する路線は９路

線で、実延長が３,１９７.２メートルです。これにより、市道の認定路線数は６,

５８７路線、実延長は３１５万２,９９６.７４メートルとなります。 

  ２ページをお願いします。 

地域別に、認定と廃止の理由について記載しております。 

３ページから６ページまでは、各地域の認定及び廃止する路線の位置を示してお

ります。認定する路線は赤書き、廃止する路線は青で着色しております。 

  ２ページに戻っていただきまして、認定及び廃止の理由でございますが、大曲地

域につきましては、内小友東部地区のほ場整備に伴い、既存路線を廃止しようとす

る内小友地区の８路線と、公共性の高い公衆用道路を市道とするため、一度廃止後

に既存路線の起終点を変更して認定する船場町６号線の１路線であります。 

 協和地域は、岩瀬・湯野沢地区の宅地造成事業に伴い、整備した新路線を認定す

る岩瀬造成団地線と早稲田造成団地線の２路線であります。 

 以上、議案第２２号、市道の路線の認定及び廃止についてご説明申し上げました

が、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） はい。なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。 

これより、採決いたします。本件は原案のとおり可決することに、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 

○委員長（佐藤育男） 次に議案第２６号、令和２年度大仙市一般会計補正予算（第

１９号）、及び議案第５４号、令和２年度大仙市一般会計補正予算（第２０号）の

２件は、道路河川課所管の補正のみなので、一括議題といたします。 

  当局の説明を求めます。京野道路河川課長。 

○道路河川課長（京野和明） それでは議案第２６号、令和２年度大仙市一般会計補

正予算（第１９号）のうち、道路河川課所管分について資料ナンバー２、令和２年

度大仙市補正予算〔３月補正〕、資料ナンバー２－１、主な事業の説明書により、

ご説明申し上げます。 

はじめに、繰越明許費の設定について、ご説明申し上げます。 

補正予算書の〔３月補正〕の４ページをお開き願います。 

  ８款２項、道路維持管理費（社会資本整備総合交付金事業）につきましては１億

３,０３０万８千円を、道路改良事業費（社会資本整備総合交付金事業）につきまし

ては１,２００万円を、橋りょう長寿命化対策事業費（社会資本整備総合交付金事業）

につきましては１億２,４１７万８千円を 通学路歩道整備事業費（社会資本整備総

合交付金事業）につきましては４,５１９万８千円を、８款４項、災害危険区域内住

宅移転促進事業費につきましては３千万円の繰越明許費をお願いするものでありま

す。 

  主な繰り越し理由としては、国の補正予算がこの時期となったことで、今年度中

の執行が見込めないことによるものであります。 

次に、補正予算書の〔３月補正〕２０ページをお開き願います。 

  今般の補正予算は、主に「防災・減災、国土強靱
きょうじん

化のための５か年加速化対策」

として、国が令和３年度計上分を前倒しで予算化したことに伴うものであります。 

 はじめに８款２項２目１３事業、道路維持管理費（社会資本整備総合交付金事業）

は、１億２，５０９万７千円の補正をお願いするものであり、補正後の額を２億６，

６３１万４千円とするものです。 

  ３月補正 主な事業の説明書１７ページと、資料・道路－２の１ページから１６ペ

ージをお開き願います。 

その前に訂正をお願いいたします。 

事業説明書の下段、「４．今後の方向性と令和２年度事業の概要」の中で、表が

あるんですけど、その右側の「執行額」のうち「未執行」との記載があるんですけ

れども、こちらを「予算残額」に訂正をお願いいたします。申し訳ありません。 
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それでは市道幹線路面修繕事業は、当初予算９路線のうち８路線に９,０８２万９

千円の補正と、国費の有効利用として除雪機械購入費から請負差額分１,２８０万８

千円を追加し、合わせて１億３６３万７千円を補正するものです。予算残額は今回

の補正分と各工事費の請負差額分であり、合わせて１億５３０万８千円は繰越明許

とする予定であります。 

 道路メンテナンス事業費は、大型カルバート及びトンネルの長寿命化修繕計画策

定と定期点検委託費の請負差額分として減額補正３５４万円、協和地域遅沢トンネ

ルの照明施設補修設計に追加補正５００万、合わせて１４６万円の補正であります。

追加補正分５００万につきましては、全額繰り越し予定であります。 

  道路施設老朽化対策事業は、協和地域の葎沢
むぐらざわ

・前田・中村線の擁壁のり面調査設

計費１千万円を補正し、全額繰り越し予定であります。 

  路面性状調査は、市道の健全度調査として、市内各地域１２路線を実施する委託

費用１千万円の補正を行い、全額繰り越し予定であります。 

 各事業の詳細につきましては、資料・道路－２の１ページから１６ページに記載

しておりますので、ご参照ください。 

 次に８款２項４目４０事業、道路改良事業費（社会資本整備総合交付金事業）は、

１,２００万円の補正をお願いするものであり、補正後の額を２,７６７万５千円と

するものです。 

 ３月補正 主な事業の説明書１８ページと、資料・道路－２の１７ページから１８

ページをお開き願います。 

 市道幹線路肩改修事業は、令和３年度で国へ要望しておりました南外地域の市道

湯元荒又線について、前倒しで予算措置されたことから、１,２００万円追加補正

するものであります。 

 資料・道路－２の１８ページをご覧ください。 

路肩拡幅、待避所など２４０メートルの整備を行うものであります。執行につい

ては、全額繰り越し予定であります。 

 次に８款２項６目１５事業、橋りょう長寿命化対策事業費（社会資本整備総合交

付金）は、７,５５４万２千円の補正をお願いするものであり、補正後の額を２億９,

２５４万２千円とするものです。 

  ３月補正 主な事業の説明書１９ページと、資料・道路－２の１９ページをお開き

願います。 

  補修設計として、定期点検で優先度が高いと示されました協和地域の半仙歩道橋、

仙北地域の早坂橋について、合わせて２,９００万円の補正。 

補修工事としましては、既に補修設計の完了しております大曲地域の杉本橋に４,

３００万円の補正をするものであります。 
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  今回の補正額と予算残額、合わせて１億２,４１７万８千円については、繰越明許

費を設定しております。 

 次に８款２項８目６事業、通学路歩道整備事業費（社会資本整備総合交付金事業）

は、２,８００万円の補正をお願いするものであり、補正後の額を１億１,１３４万

７千円とするものです。   

  ３月補正 主な事業の説明書２０ページと、資料・道路－２の２０ページから２１

ページをお開き願います。 

 南外地域の高野中山線に全額補正するもので、令和３年度予定していた延長４０

０メートルの路肩拡幅工事を前倒しで行い、これにて整備が終了するものでありま

す。 

  今回の補正額と予算残額、合わせて４,５１９万８千円については、繰越明許費を

設定しております。 

 次に８款４項２目１６事業、災害危険区域内住宅移転促進事業費は、２千万円の

補正をお願いするものであり、補正後の額を３千万円とするものです。 

 ３月補正 主な事業の説明書２１ページと、資料・道路－２の２２ページから２３

ページをお開き願います。 

 本事業は、南外地域と西仙北地域の境界部に位置する物
ぶつ

渡
ど

台
だい

地区について、国よ

り、雄物川の堤防計画では治水安全性が向上しないとされたことによる集団移転計

画であります。 

  先に補正計上しました移転に係る買い取り・補償対象物件調査業務に、事業促進

を図るため追加補正することと、移転先候補地の選定に係る移転先地調査検討業務

の補正をするものであります。 

  今回の補正額と先の補正分、合わせて３千万円全てに、繰越明許費を設定してお

ります。 

次に議案第５４号、令和２年度大仙市一般会計補正予算（第２０号）のうち、道

路河川課所管分について、資料ナンバー４、令和２年度補正予算〔３月補正②〕、

資料ナンバー４－１、主な事業の説明書により、ご説明申し上げます。 

 補正予算書②の９ページと、事業説明書は３ページを併せてお開き願います。 

  ８款２項２目１２事業、除雪対策費は１億５千万円の補正をお願いするものであ

り、補正後の額を１７億３,３３８万１千円とするものであります。 

 １２月１５日からの大雪により、除雪経費及び排雪経費が不足する見込みになっ

たことから、先の令和３年第１回臨時議会で補正をお願いしたところでありますが、

今冬の降積雪状況は近年に例のない特異的な状況であり、先の予想を上回る排雪経

費が必要となる見通しであることから、今般の定例会で補正をお願いするものであ

ります。 
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  お手元にお配りしております資料・道路－３の１ページをお開き願います。 

 左上に記載しておりますのが、今冬２月２２日時点での大曲地域における過去５

カ年との比較であります。平成２９年度豪雪と比べ、最大積雪深、累計降雪量は少

なくなっていますが、積雪深を累積した値は１,８５７センチ増加しております。こ

れは、積もった雪が解けず長く堆積していたことを示しており、除排雪する雪の量

がそれだけ多くなっているということであります。 

  右上の【１月補正見込値と現状の比較】をご覧ください。 

  はじめに除雪に関してですが、１月の補正時に１月１日以降２７回の出動を見込

んでおりましたが、実際には１５回の出動となっております。回数は見込みを下回

りましたが、出動当たりの単価が大幅に増えており、累積積雪深の増加によるもの

であると考えられます。 

  次に排雪に関してでありますが、１月の補正時に１月１日以降４回の排雪を見込

んでおりましたが、２回多い６回の実施となっております。除雪と同様に累積積雪

深が増えたことで排雪に係る運搬車両が大幅に増加しており、これにより委託料、

使用料とも１回当たりの単価が増えたことが分かります。 

 事業説明書をご覧ください。 

  下段に予算執行見込額を記載しております。 

委託料のうち、除雪費に関しては先ほどの説明のとおり、回数が見込みを下回っ

たことから減額となっております。排雪経費については、見込みに対する回数の増

加と１回当たりの単価が増えたことにより、委託料、使用料とも増加しております。 

  これにより補正の額は、委託料として除雪・排雪経費合わせ増減ありませんが、

排雪に係る使用料として１億５千万円を計上するものであります。 

  資料に戻っていただき、下段【今後の除排雪方針】をお願いいたします。 

  除雪については、気象予報を十分考慮し適切な出動をするとともに、必要が生じ

た場合は、路線の重要度に応じ適宜出動を行うこととしております。 

  排雪についても、必要に応じ適切な実施を行いますが、一時堆雪場の排雪を優先

的に行い、農作業等への影響がないようにすることとしております。また、国から

借用しております堆雪場についても、河川の融雪出水による水害防止の観点から、

早期に実施する予定としております。 

  以上、議案第２６号、令和２年度大仙市一般会計補正予算（第１９号）、及び議

案第５４号、令和２年度大仙市一般会計補正予算（第２０号）のうち、道路河川課

所管分についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

当局の説明が終了しました。 
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これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 社会資本整備総合交付金事業、国から第３次補正というかたち

で来たと思うんだけども、これは令和３年度を前倒ししたかたちで来たと思うんだ

けども、令和３年度の前倒しということは、あと無いという意味なのか、さらに令

和３年度分は追加で入ってくるか、そこら辺の解釈なんと取ってますか。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） これは今、新しい「防災・減災、国土強靱化のための

５か年加速化対策」として、通常分にまず上乗せなった分でございます。ですので、

このほかに当初予算として付くことは付くと思っておりますけれども、こちらの分

に大分、令和３年度予算、前倒しで行っているものですから、おそらくは大分下げ

たかたちでの内示になると感じております。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 国だってよ、そんたに簡単に経済対策うんぬんって言うったっ

てよ、財務省でどんどん札作ればお金できるかもしれないけれども、まず私として

みれば、これさなんぼ付随してくるかっていうと、ほぼ無いと思うくれえの予算で

ないかなあと私は思ってます。んで、市としては要望した箇所、令和３年度も含め

て社会資本整備総合交付金事業よ、大体予想に関して何パーセントぐらい入ってき

た予想だすか。１００分の１００とは言わねべでも。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） 補正予算分に関してですよね。 

○委員（本間輝男） まず、今のとこ、うん。 

○道路河川課長（京野和明） 今回、補正予算分ですけれども、まず国の調査に関し

ましては、補正のうちの方で要望した額としては約４５パーセントぐらい来ました。

ただ、令和３年度予算ベースとしては、市の予算に対しては大体４０パーセントぐ

らい。で、国の要望に関しては３０パーセントぐらいです。まだ来てない部分が大

分あると思っております。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 見込みとしては、これから３年度分の実績が入ってくる可能性

はあるという見込みでいいすな。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） 今回、道路維持管理費は、ほぼほぼ満額付いておりま

すけれども、橋りょう長寿命化対策事業とか道路改良事業につきましてはまだ全然

足りておりませんので、引き続き要望してまいりたいと思っております。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 
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○委員（本間輝男） いずれ、私はいつも思うんだけども、橋りょうの長寿命化計画

が非常に大仙の場合は遅れていると。遅れているというよりも、これ全体量が多い

ということが一番のネックであると同時に、範囲が非常に広いと。それから、ある

面では委託も考えながらやってると思うんだけども、この橋りょう長寿命化対策事

業に関して、地域からかなり要望のあるものと、市が判定したものと、それから県

・国との指導もあるところもないともいわれませんが、この７,５５４万２千円っ

ていうこの数字に関しては、はっきり言って、ＮＥＸＣＯ
ネ ク ス コ

の関係とか鉄道とか、非

常に単価が高いものがここに入っていると。だから７,５００万のうち、ほぼそれ

で埋まるという解釈だすか。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） 今回の橋りょう長寿命化対策事業の補正につきまして

は、協和の半仙歩道橋と仙北の早坂橋の補修設計と、大曲地域杉本橋の補修工事費

ということですので、今回のこの補正に関してはＪＲ分やＮＥＸＣＯ分は入ってい

ない状況であります。 

○委員（本間輝男） 分かった。分かった。まず取りあえず、ほかの人方さ。 

○委員長（佐藤育男） はい。ほかにございませんか。ねえすか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 本間さん、いいすか。 

○委員（本間輝男） へば、もう少し。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） この前から、除雪対策費１億５千万補正するということは非常

にありがたいことだと思ってます。んで、天気見れば大分消えてきた中で、住民の

人方いわくは、やっぱり畑とか田んぼに大分盛り上がっているということで、どの

程度やってけるべかなというような、やっぱり心配事はあるようです、私の方の地

域も。んで、まずそれはやるだろうということは言うけれども、これもある程度期

間を定めながらやらないと。５月になってからやるようなもんではないと思います

けども、この道路の排雪関係について、もう少し具体的なやり方について、ちょっ

と説明を求めます。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） ただ今の一時堆雪場のような形のこの今後の処理とい

うことでございますけれども、現在、除雪業者及び直営で今、取りあえずまず雪の

山の除去に取り組んでいるところであります。まず、多い所は排雪を現在行ってお

るし、あまり多くない所はそれを崩して、早く解けるように処理しているところで

あります。この作業がまず今月の末ぐらいまでかかる予定としております。で、そ

の後、雪解けの状況を見ながら、ごみや石拾い等、必要な箇所をパトロールしなが
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ら、農作業の影響出ないように進めてまいりたいと思っております。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） ひとつ、そこら辺は支所と連絡取りながら。で、実を申し上げ

ますと、私の方の仙北、南外もそうですが、本庁関係の方の所管になるもんだから、

支所の人方、なかなか、本庁と連絡を取ってやれればいいんだけども、支所の課長

も遠慮するのかどうか、非常にそこがやりにくいと思っています。というのは、支

所、課長もいて主幹もいるんだけども、本庁にお伺い立てないとどうしても進まな

いということで、なんかやっぱり今までの本庁サイド、東部・西部ブロックとの連

携の仕方がいまひとつ、仙北のこと申しげますと大変失礼ですが、なんかひとつこ

うアンバランスなような感じしてなりません。ここら辺の連携の仕方もう少し工夫

したらどうかなと私は思ってますが、部長、何と思いますか。 

○委員長（佐藤育男） はい、古屋部長。 

〇建設部長（古屋利彦） 今の体制、令和２年度、今年度からこういう体制にして、

実際やってみてどうかなということもあって、今年度の様子を見ながら直すとこは

直すという方向で、今年度１年まず見てきました。で、今、委員言われるように大

曲地域はほかに神岡・南外・仙北ということで、やはり、私も道路河川課の近くに

おりますけれども、見届けない部分といいますか、逆に支所の方からいろいろ苦情

といいますか、いろいろ来ております。例えば積雪の終わった後、風が強くて積雪

がない所でも、例えば道路が吹き込みで通れなくなったという所の場所が大曲地域

の職員は分からなくて、支所の、特に仙北の支所の職員に言われたこともありまし

た。そういうところも含めまして、連携、西部とか東部もありますけれども、今年

度１年ちょっと連携うまくいってなかった部分がちょっと感じておりますので、今

年度の反省を踏まえて、新年度からちょっとそこら辺は直していきたいというふう

に思っております。 

○委員（本間輝男） はい。委員長、もう一つ。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） ほじくって大変申し訳ありません。事業説明書の２０ページ。

通学路歩道整備事業の社会資本整備総合交付金に戻りますけども、これ補正額２,

８００万円になってるんだけども、繰越明許に４,５００万円を上げてるというこ

とは、事業費が補正前８,３００万のうち、かなりの部分がこれ残したような事業

になって見えて仕方ねえんだけども、例えばだよ、２,８００万残しても、これ手

掛けないでそのまんまでいたのかなというような感じ、実は持ってしまうわけです

よ。８,３００万のうち、おそらくこれ、半分ぐらいはそのまま、まあ、仙北は別

にしても、太田とか中仙とか、どうもこれ手付かずのままきてるんでないかという

ような感じ、実は持ってしまって、ちょっと調べたときに、これこのまま、投げて
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らとは言わねでも、んで、補正が２,８００万で繰越明許が４,５００万円というこ

とは、少なくとも２千万ぐれえは手付かずの、不用額にするつもりはなかったと思

うけれども、ここら辺のやっぱり説明はきちんとした方がいいと思う、俺。ちょっ

と課長、なんただすか。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） 今の通学路歩道整備事業費（社旗資本整備総合交付金

事業）につきましてですけれども、委員ご指摘のとおり、繰越額が１,７００万円

ほどございます。このうち太田地域の久保関古館線につきましては１千万ほど契約

しているんですけども、東北電力の柱及びその架空線の移設がこの雪等で遅延して

おりまして、その分がちょっと全額繰り越しになります。で、残りの７００万ほど

ですけど、こちらは仙北太田線とか高畑新山線、高野中山線等の請負差額でござい

ます。それにつきましてはまず今後、令和３年度当初事業と併合しまして、予算の

残額は残さない形で進めてまいりたいと思っております。 

○委員（本間輝男） はい。はい、了解です。 

○委員長（佐藤育男） はい。ほかにございませんか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤隆盛） 繰り返しの質問になるかもしれねえすども、本間委員も言った

し、部長も答弁いただいたけれども、今の除雪の関係で、これからのことだべども、

まず一つ、苦情な。苦情というか要望だな。この件数って捉えてるべがなっという

こと一つと、それから、何でかって言えば、俺も直接言うのもあるんだけれども、

やっぱり見てみれば、なるほどなあというとこもあるんだよな。だから、そういう

ところよ、二度三度繰り返さないようにしてもらいたいということだす。俺も言い

にくいでも、見れば確かに容易でねえどこ、なに除雪。それからもう一つ、さっき

も言ったとおり、今変わったことだかもしれねでも、前と除雪違うど。特に雪余計

だば。んで、やっぱり、そのときの引き継ぎというか、大体こうなってれば落ち着

くんだけれども、今回はそういうとこ見られたんでねえかなと。俺のとこさ来ると

こ見ればそうだっけ。だから、そこら辺で見て、なんとかその、こういうことばり

でねえたって、秋田なんても、ほら、作業で新聞さ付いてるとおり下手だとかなん

て、そんなこともあるしよ、どうかこれを機として引き継ぎだな。して、ましてや

仙北仙北でねえね。先た言ったとおりよ。そこら辺は徹底してもらいでなもんだと

思う。んで、大体分かってくると思うから。同じとこやっぱり二度三度繰り返さな

いのって、そういうことだけ、なんとか業者変わるときとか、だけはきちんとして

もらいてえもんだなというふうに。予算議会だでも、まず、お願いしておくっす。

よろしくお願いします。 

○委員長（佐藤育男） 答弁はいいすか。 

○委員（佐藤隆盛） 答弁。あれば。 
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○委員長（佐藤育男） はい、古屋部長。 

〇建設部長（古屋利彦） 苦情につきましては一つ一つ記録しておりますので。 

○委員（佐藤隆盛） 記録してるすな。 

〇建設部長（古屋利彦） はい。それで、除雪につきましては基本的には各地域ＪＶ

という形で契約してますので、除雪業者はまず毎年同じ業者でありますけれども、

今年は特にやっぱり雪多かったせいか、下手だとかというのは仙北に限らず来てお

ります。大分厚くなっておりますので、厚いまま残した除雪など苦情も結構来てお

りますけれども、あとは当然、オペレーターの引き継ぎのときも、それは契約のと

きの条件として、いろいろな引き継ぎをちゃんとやってくださいということもあり

ますし、当然、苦情来ている場所につきましても役所の中、それから各支所との連

携取りながら、同じ所、何回も来ないように連携取りながら実施してますし、これ

からも気を付けてまいりたいと思います。 

○委員（佐藤隆盛） 俺、苦情でねぐ、要望と、対応を気を付けてたいと。苦情余計

だとか、あと、あまりそういう言葉でねえから、なんとかよろしくお願いします。 

  はい、いいっす。 

○委員長（佐藤育男） はい。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） すいません。ちょっと暫時ちょっと休憩させて、私ちょっと。 

 

（ 午後１時３３分 休 憩 ） 

（ 午後１時３７分 再 開 ） 

 

○委員長（佐藤育男） それでは、会議を再開いたします。 

ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） なければ、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 討論なしと認めます。 

これより、採決をいたします。本件は原案のとおり可決することに、ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 
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○委員長（佐藤育男） 次に議案第３５号、令和３年度大仙市一般会計予算を議題と

いたします。 

はじめに、道路河川課所管の説明を求めます。京野道路河川課長。 

○道路河川課長（京野和明） それでは議案第３５号、令和３年度大仙市一般会計予

算のうち、道路河川課所管分について、ご説明申し上げます。 

  説明資料は資料ナンバー３、当初予算書と令和３年度 当初予算（案）主な事業の

説明書、及び建設部主な事業の説明書 附属資料と令和３年度当初予算概要をお願い

いたします。 

各事業の説明をいたしますが、説明に用います主な事業の説明書については政策

経費を中心に作成しております。その他の事務費や負担金、あるいは義務的経費等

につきましては資料、令和３年度 当初予算概要にその概略を記載しております。予

算概要書の備考欄に「事業説明書」と記載のある補助・単独及び債務負担行為分を

合わせまして７事業についての説明とさせていただきます。 

 はじめに主な事業の説明書７－２ページ、当初予算書は９１ページをお開き願い

ます。 

  ８款２項２目 道路維持費、１０・１１・１３事業 道路維持管理費（単独分・債

務負担行為分・社会資本整備総合交付金事業）は５億７９７万２千円であります。

内訳でありますが、単独分といたしましては７万５千円の増額、債務負担分としま

しては２５０万円の増額、社会資本分は１，５５０万円の減額であり、合わせて１,

２９２万５千円の減額であります。 

 財源内訳といたしましては、国庫支出金として防災・安全社会資本整備交付金４,

６７１万円と道路整備事業債１億１,２２０万円を、その他として法定外公共用財産

使用料と地域振興基金繰入金、合わせて１,０９３万７千円を充当しております。 

本事業の目的につきましては、市が管理する道路について適正な維持管理を行い、

安全な道路交通網を提供するものであります。 

目標としましては、単独分の直営舗装及びパッチングによる路面修繕として１,

７２４トン、約１万４,９８８平方メートル、直営によるバキューム清掃８地域３０

カ所、交付金事業分として幹線の路面修繕事業６地域８路線、１,６９０メートル、

道路施設の老朽化対策事業として主要な幹線の舗装点検を実施することとしており

ます。 

 令和３年度の工事事業概要は、単独分として道路河川課分、大曲４路線、神岡２

路線、南外３路線、仙北２路線の５,１７１万８千円、西仙北・協和事務所分として

西仙北４路線、協和２路線の２,１４６万１千円、中仙・太田事務所分として中仙３
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路線、太田２路線の１,４７５万２千円を、生活道路の路面修繕、及び側溝改良費と

して計上しております。 

  社会資本整備総合交付金としましては道路河川課分、大曲２路線、南外１路線、

仙北２路線の４,２００万円、西仙北・協和事務所分、西仙北１路線の１,６７８万

円、中仙・太田事務所分として中仙１路線、太田１路線の１,７７２万円を幹線道路

の路面修繕として計上しております。 

  また、債務負担行為分としましては、１２月議会でご承認いただきました融雪後

の道路損傷に対する早期対応分として、各地域分合わせまして２,５００万円を計上

しております。 

  資料の令和３年度当初予算（案）建設部主な事業の説明書の附属資料をお開き願

います。 

 附属資料１ページの令和３年度 地域・路線別等 事業内訳一覧表には、道路維持

や道路改良事業などの路線名や事業費などを、各地域ごとに単独、債務負担、交付

金事業に分類して記載しております。この中で、薄茶色で表示されている部分が道

路維持事業分であります。 

 また、同じく資料の２ページから９ページまでは、各地域ごとの道路維持管理事

業の施工位置図を添付しておりますので、ご参照願います。凡例のとおり、赤は単

独分、青は債務負担行為分、緑が社会資本整備総合交付金分であります。 

 次に事業説明書は７－３ページ、当初予算書は９１ページをお願いします。 

   ２目１２事業、除雪対策費は１０億８,５９０万３千円で、２,２４７万８千円の

減額であります。 

 財源内訳としましては、国庫支出金として社会資本整備総合交付金１億３,３３３

万３千円と、県道除雪委託金１,９０６万２千円などを充当しております。 

 降雪状況は年々変化しておりますので、降雪状況を検証し、これを踏まえて不足

が生じた場合は適切な対応をとることとしておりますので、ご理解のほどよろしく

お願いするものであります。 

 令和元年度から大曲地域を含む全地域でのＪＶ化を実施し、作業の効率化とオペ

レーターの技術と知識の継承を図っており、引き続き、道路維持との包括発注も実

施してまいります。また、令和２年度からは除雪車両への補償制度を拡充し、少稼

動車両へも固定費を手当てすることで、少雪時でも除雪体制を維持できる体制を整

えております。 

  除雪業務委託の業者選定に当たっても、引き続き、プロポーザルによる業者選定

方式を採用しまして、契約の透明性を確保してまいりたいと考えております。 

 次に事業説明書の７－４ページ、当初予算書は９１ページをお願いします。 

  ２目１４事業、除雪機械購入費は７,７６３万８千円で、９３３万８千円の増額で



 

   - 46 - 

 

あります。 

 財源内訳につきましては、国庫支出金として防災・安全社会資本整備交付金５,

１７５万８千円、市債として除雪機械整備事業債２,５８０万円を充当しております。 

  更新する機械については、附属資料の１０ページに写真付きで表記していますの

で、お開き願います。 

  購入する機械を黄色で、更新する機械を水色で表示しています。神岡地域、太田

地域に除雪ドーザ１４トン級、２台を購入する予定としております。 

 次に事業説明書７－５ページ、当初予算書は９１ページと９２ページをお願いし

ます。 

  ４目 道路新設改良費、３２・４０事業 道路改良事業費（単独分・社会資本整備

総合交付金事業）は 1 億２３３万２千円であります。内訳でありますが、単独分と

いたしましては２,２５９万円の増、社会資本分は１,９３２万５千円の増、合わせ

て４,１９１万５千円の増であります。 

 財源内訳といたしましては、国庫支出金として社会資本整備総合交付金１,８９０

万円を、道路整備事業債は７,５５０万円などを充当しております。 

 目的としては、住民生活や経済・社会活動を支える重要インフラであります道路

について、幹線道路は社会資本整備総合交付金事業を活用し、生活道路については

整備指針に基づき、優先度順に単独費による整備を進めるものであります。 

  単独事業の工事概要は、道路河川課分、大曲２路線、南外１路線の３,１７８万４

千円、西仙北・協和事務所分は、西仙北２路線の２,５４９万８千円、中仙・太田事

務所分は、中仙１路線、太田３路線の１,００５万円を、道路改良、消雪設備改修及

び県河川改修事業の負担金として計上しております。 

  社会資本整備総合交付金事業の概要でありますが、幹線道路の整備として南外地

域の湯元荒又線道路改良に１,２００万円、仙北地域の高梨堀見内線の道路改良に２,

３００万円、合わせて工事費は３,５００万円となります。 

資料の令和３年度当初予算（案）建設部主な事業の説明書 附属資料を、再度お

開き願います。 

資料１１ページから１６ページに位置図を載せておりますが、赤が単独で、緑が

社会資本整備分であります。 

 次に事業説明書７－６ページ、当初予算書は９２ページをお願いします。 

 ６目 橋りょう維持費、１５事業 橋りょう長寿命化対策事業費（社会資本整備総

合交付金事業）は２億円であります。 

 財源内訳といたしましては、国庫支出金として道路メンテナンス事業補助金１億

１,８８０万円と、市債として橋梁長寿命化対策事業債６,８６０万円を充当してお

ります。 



 

   - 47 - 

 

 事業は、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、優先順位を決め実施することとしてお

ります。令和３年度は協和地域の 合
あわせ

貝
がい

こ線橋、半仙歩道橋、西仙北地域の刈和野こ

線橋、仙北地域の早坂橋の現地調査及び補修設計と、大曲地域の大曲こ線橋と太田

地域の窪堰２号橋の補修工事、並びに２５１橋の定期点検を実施するものでありま

す。 

 なお、橋りょう点検車を必要としない橋長５メートル未満の橋りょうにつきまし

ては、職員の技術向上を図り、直営による点検・補修を実施してまいりたいと考え

ております。 

  資料の令和３年度当初予算（案）建設部主な事業の説明書 附属資料を、再度お開

き願います。 

資料１７ページに実施概要を載せておりますが、左側が位置図、右側が業務内容

でありますので、後ほどご参照願います。 

 次に事業説明書７－７ページ、当初予算書は９２ページをお願いします。 

  ８目１・２事業 交通安全施設整備費（単独及び債務負担行為分）は４,３４６万

４千円であります。内訳でありますが、単独分といたしましては３３万円の減、債

務負担分は１００万円の増額であります。 

  財源内訳といたしましては、全て一般財源であります。 

  交通安全施設整備費につきましては、区画線の設置とグリーンベルトの設置を債

務負担行為分として実施し、通常分で区画線、転落防止柵、防犯灯、カーブミラー

などの設置を実施してまいります。 

  主な内容は下段表に記載のとおりでありますので、ご参照願います。 

次に事業説明書７－８ページ、当初予算書は９２ページをお願いします。  

８目６事業、通学路歩道整備事業費（社会資本整備総合交付金事業）は４,５００

万円であります。 

 財源内訳につきましては、国庫支出金として防災・安全社会資本整備交付金２,

６７３万円、市債として道路整備事業債１,７４０万円を充当しております。 

 この事業は、これまで実施してきた通学路緊急合同点検や、通学路安全パトロー

ルの結果を踏まえ、安全・安心な通学路を確保するために通学路の整備等を行うも

のであります。 

  令和３年度は、継続して実施してまいりました４路線の３工事、高畑新山線、茶

畑２号線、高野中山線、久保関古舘線の歩道・歩行者空間整備工事について、早期

の完成を目指してまいりたいと考えております。 

  附属資料１８ページから２１ページの「通学路歩道整備」には、それぞれ施工箇

所を示した位置図と概要を添付しておりますので、ご参照願います。 

以上、議案第３５号、令和３年度大仙市一般会計予算のうち、道路河川課所管分
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につきまして事業説明書に基づき、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤清吉） 道路改良事業の中で、この湯元荒又線、今の１,２００万と補

正の１,２００万こう出たわけなんだけども、これでこの湯元荒又線というのはま

だどのぐらい残ってるんだや。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） 先ほど、補正予算にも付いております１,２００万円

と今回の当初予算は、まず同じものでございます。前倒しで補正予算に付いたもの

でありますので、まず今回、おそらくは当初予算にはこの項目は付かないだろうと

予測しております。で、補助事業としては湯元荒又線は、ほぼこれで終わるものと

考えております。この後は単独費の方で待避所や側溝とか、そちらの方を整備を継

続してやってまいりたいと考えております。 

○委員（佐藤清吉） はい、分かりました。 

○委員長（佐藤育男） ほかにございませんか。はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 課長、一つ。除雪対策費の中で「通年及び複数年契約を検討す

る必要がある。」ということで、これ基本的には道路と排雪というのは一体化した

中で、将来的に維持管理も含めて総合的に見るということの計画は大したいいと思

います。ただ、除雪って意外と住民サイドからいうと「誠にいい」という業者と、

「あの業者、駄目だ」とかっていう、まず業者さんの不評というのはすごく市民サ

イドからいうと様々です。で、これを複数年契約で道路維持も含めてやるすれば、

相当の練り上げをかけないと。ただ市単独で「あなたはここやりなさい」「はい、

あなたはここ」っていうような振り方でいくと、なんか住民サイドからいうと、な

かなかやっぱり問題あるような気してならねえわけすよ。で、昨日のやつでないけ

れども、どこだかの市で地区長さんとか町内会長が市役所職員を顎のごとく使った

なんていうことが出た感じが、私、昨日見てて、こういうことが大仙では起こらな

いと思うけれども、そういうことがやっぱり、やっぱり大義名分を言われると、や

っぱり市役所職員ってな弱いところもあるわけです。そこら辺を十分考えないと職

員の方々が非常に難儀する体制にあがるということで、相当これ吟味していかない

と。複数年契約であれば５年からそこら辺の、５年か１０年っていうスパンになる

と思うんだけども、これ住民サイドの方々との調整っていうのは、かなり私、難し

いような気してならねえだすな。で、そこら辺について課長もしくは部長、どうい
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う考え方で、こういう事業の持っていき方を考えてるのか、ちょっとお聞きします。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） 確かに複数年契約も、今、考えております。ですが今、

ＪＶ、大曲地域がＪＶに入って、今のところまずやっと２年になったところでござ

います。で、まず通常であれば、３年程度は継続してやって検証したいなあと考え

ております。その後、まず複数年契約も視野ということではあるんですけれども、

委員おっしゃったとおり、固定することによっての弊害というの出てくると思いま

す。で、ＪＶの中で路線決めるのに市役所で手を突っ込むことはできないんですけ

れども、おおむね決まっている状況であります。なので、果たして複数年契約が良

いのかどうかも含めて、もう少し経過観察をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） 言葉でいえば、そのとおりだと思いますが、やっぱり管理する

側、管理職の方々っていうのは末端の職員の立場も考えながら、やっぱりやってい

かないと。一番、やっぱり現場におられるのはやっぱり末端の職員です。やっぱり

そういう人方の負担のないように、やっぱりきちんとしたやっぱりレール作りして、

それに乗せてやらないと、職員が一番困るんでないかなという私の危惧です。 

  で、もう一つ。道路維持管理費の中で、今、新興住宅街とかいろんなところで、

今、排水に非常に泥がたまっているという地域が非常に多いです。で、これ仙北ば

りでなくて、ほかの地域もあるようで、深さ４０から５０ぐらいの排水の所に、も

う半分以上が泥埋まっているというような地域が非常に多いということで、「これ

なんとかされねが」という住民の方々が非常に多いわけです。で、これの対応につ

いては上げてもらうだけで、あと撤去は市役所でやるのかどうか、そこら辺のひと

つルール作りしていかないと。「全て市役所でやります」といっても、これも大変

だと思ってます。で、住宅地における側溝の清掃に関してどのような考え方、今現

在してますか。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） 今、議員おっしゃったとおり、確かに最近の新しい住

宅街というのは昔と違って、住民たちがみんなで泥上げするというようなことがあ

まりなくなってるような形で、直接、市にくることが多々あります。そのとおりで

ございます。それで、そのたびに市の方では直営のバキュームということで、バキ

ューム清掃を行っているところです。で、やはり年々増えてきております。で、議

員おっしゃったとおり、バキュームするのはいいんですけど、その処理に困ると、

処理がお金がかなり掛かるもんですから、もし住民で、例えば「ここにためてもい

いよ」とか、そういうような場所があるのであれば、そういうのを活用していきた
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いんですけども、ちょっと汚泥も産業廃棄物という難しいハードルもあるもんです

から、そこら辺もちょっとご相談しながら進めることになるかと思います。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） これいずれよ、大変な問題になる。というのはよ、合併槽がも

しかすると流れている可能性もあるので、そうすると悪臭の問題もあるんだよな。

で、これひとつよ、田舎の方はまず別にしても、住宅密集地であれば、大曲市街だ

ってあり得るんだな。で、なんかひとつ、これルール作りしないと、問題が大きく

なってから手掛けてもなかなか解決しねんだすよ。だから私は、中仙であれば長野

地区とか、神岡であれば神宮寺地区とか、そういうところをやっぱりきちんきちん

とやっぱり捉えてよ、この側溝の問題について、ごみの問題についてはやっぱり、

私は早急に１年ぐらいのうちにルール作りしないと。ここまでは住民にお願いする、

ここは市役所が管理する、そしてここは全体的にやりますっていうような作り方し

ていかないと、住民の方々は「市役所さ行けば、なんでもやってける」、ところが

「行ったって、なったりやってけね」、ここで押し問答なるんだすよ。そこら辺や

っぱりこれ、部長、考えねね時期さ来たんでねすか。 

○委員長（佐藤育男） はい、古屋部長。 

〇建設部長（古屋利彦） まず、バキューム清掃につきましては先ほどの説明のとお

り、来年度、全地域で３０カ所、一応予定しております。で、側溝の掃除につきま

しては、処理分は産業廃棄物ということもありますので、市の方で最後まで処分し

なければならないという部分もあります。で、側溝掃除については毎年春の清掃デ

ーに、町内会とか自治会でやってる所とやらない所ありますけれども、そういう行

動も含めて、役所の中では生活環境課とも関係ありますし、下水道課との関係もあ

りますので、ルール作りとなるとちょっと関係課ともちょっと相談しながらと思い

ます。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） これよ、我々の地域、農村部に関してはよ、環境整備事業って、

昔であればそれなりに国からお金入って…、今もあるんだけども、やっぱり団地と

か集合地帯というのは、そういう地域さ入ってねんだよな。で、我々農村部であれ

ば、出れば１時間８００円とかそうやってもらえるから、みんなしてやれるんだけ

ども、そういう地域っていうのはやっぱりくくりの中さ入ってねえもんだから、今

の戸巻の方も含めて大変なようです。だとすればよ、私、提案だでもよ、やっぱり

市単独のよ、１時間当たり５００円なら５００円補助するというようなことで、町

内が立ち上がった場合の補助事業とかよ、考えねばこれ駄目だ、これ。と、私は思

ってます。駄目だなんて言い方悪いでも。そういう、逆に市がやっぱり町内会を動

かすようなためには、なんらかのやっぱり誘導策設けないと、これ絶対解決しない
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と思う。やっぱりそこら辺、やっぱりもう少し若い人方にいい案を出して、少しま

とめてみるような気ありませんか。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） いずれ、議員おっしゃるとおりでございますけれども、

やはりこの、こういう市の縦割りの悪いところなんですけれども、市は、やっぱり

道路河川課は道路排水がメインで、で、生活雑排水となると、今、部長おっしゃっ

たとおり生活環境課とか下水道課となってくるので、そことの協議して、今、下水

道課、生活環境課がどのようなルールでやっているのかというのを、まず第一にち

ょっと確認しながら、ちょっと調査してみたいと思います。 

○委員（本間輝男） いいっす。 

○委員長（佐藤育男） よろしいですか。 

○委員（本間輝男） はい。まず、いいっす。あと、ほかの方々、どうぞ。 

○委員長（佐藤育男） ほかにございませんか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤隆盛） まず、二、三だども、今の道路の白線とか、それからグリーン

ベルトとか、この事業に予算はあるんだけれども、１１月ころとか１０月ころとか

でねぐ、この予算を、これ、やっぱり早めにやねば、あまり効果ねえと思う。前も

俺、そういうこと言ったと思うでも、これ、どのころやるもんだべなと。俺、この

前も話したことあるでも、ペンキ屋さん、引く人方は４月・５月はそんたに忙しく

ねえって言ってるんだよ。それなしてかっていえば、予算あれだからだおの。そこ

さこう、のときに、俺、働いている人から聞いたで。聞いたば、そういうこともあ

るもんだからよ、やっぱり６月とか４月、３カ月でやるとかよ、そういう目標立て

て。１社だけなばなかなかできねかもしれねべでも、そこら辺をまず強く俺は要望

してなと思ってはいるす。ただ、そこら辺を期限を付けてもらいてえということ一

つと、それからすよ、今も、何キロだっけ、中央線と外の線はこれは市でもって、

横断歩道は県とかそっちでやることなってらすべった。そのときにすよ、なんてい

うかな、薄くなってきたその境目な。その基準でやってるもんだか、ただ地域割さ、

各地域、旧市町村さ分けてやってるもんだながすよ。 

それからもう一つは、やっぱり「やってけれな」という、俺だも言われるときあ

る。言われるときは、おが見えねくなったら「なんとだで」と。あるとこねぐ、あ

る引いてるものが消えるっていうことは、やっぱり誰見てもそう感じることだすべ

った。そういうときは、今、外れたかもしれねでも、補正というわけでねえでもよ、

願われて来るときもあるかもしれねがら、そこは臨機応変にしてもらいてえ。なぜ

かっていえば、「銭こねえずおの、駄目だ」と直接言ってくる人いれば、そういう、

よく事業を説明さねで、「だって銭ねえずおの」と、こういうふうにも言われかね

ないと、俺、そういうことも聞いてるもんだすから、だからまず、この予算につい
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ては当然これ金の問題だから難しいべとあると思う。ただ、やるんだったら早くや

って、それから、なんぼかそういう市民からの直接の要望あったら、まず、うまく

対応してもらいてえということだ。答弁の仕方もな、ということまずひとつ、なん

とだべなと思って、聞きます。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） まず一つ目の早期発注ということですけれども、交通

安全施設整備費は債務負担行為とりまして、３月５日、今月５日からの工期で既に

発注済みでございます。それで、特にグリーンベルトに関しましては通学に関する

ことですので、特別事項として学校の始業前に施工することと注視しております。 

  で、あともう一つ、境、地域要望ということなんですけれども、まず通常分とし

てやる分は地域の要望でやってるんですけれども、今、議員おっしゃったとおり、

境目で抜けた部分とかないように各地域要望を取りまとめるのが道路河川課ですの

で、そこは十分精査してやっていきたいと思います。 

  最後に、住民から言われたときは、「何キロもやってください」と言われるとち

ょっと無理なんですけれども、小規模であれば道路河川課にも予算等ありますので、

対応するように努めてまいります。 

○委員長（佐藤育男） はい、佐藤委員。 

〇委員（佐藤隆盛） あともう一つ。この予算概要の中で、この１ページの、予算概

要のこの１ページの車両管理費。これさ２２８万４千円って載ってらっすね。これ、

あれだすか、まず、これのことだでも、この建設部で、全体では確か５００台弱、

市の公用車４９０なんぼだがだと聞いてるすども、建設部で何台ぐれえ持ってるも

んだすか。 

  と、この中ですよ、俺、四分六で言うのもなんだすども、まず建設部といえばブ

ルもあるべし、いろいろ種類あると思う。これの使用、運転手さんの使用、どうい

う割り振りで。「はい、行ってこいな」と言えば「へば、ちょっと借りてく」とか、

そういう運転、何と言うかな、記録は取ってるすべ。誰がいつか乗ってるやつは。

で、その計画というわけでね、もちろん巡回用で、誰かがっていえば決まってるで

も、この管理、一つにまとめて、例えばよ、「事故ねえようにしてけれ」とか「今

度から」って、統一されてるかされてねがのすよ、建設部として、それは各支所に

よって「注意してやれよ」と言ってるのか、そこら辺の、建設部として車両の使用

規則というか、決まりというか、そこら辺はなんとなってるべなと思って。何言い

てかっていえば、誰が責任もってやってる。 

（雑談あり） 

○委員長（佐藤育男） はい、古屋部長。 

〇建設部長（古屋利彦） 各課で管理している車両について、台数はちょっと今、分
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かりませんけれども、各車両について管理簿、当然作っておりまして、それから使

用簿ということで、各車両に使用簿を整備しておいて、そして乗るときに、乗ると

きの距離数とか帰ってきてからの距離数書いて、そして運転手の名前書いたりと。

そういう管理の仕方でもれなく運転管理、それから使用管理、キロ数等々の管理は

しております。 

〇委員（佐藤隆盛） あのすよ、俺、このほら、建設部さこの車両管理費って書いて

らね。して、支所管理費ってうたってるすね。これの内訳ってば、これ４番の。言

ってること分かんねえすか。車両管理費って載ってるすね。建設部で。 

（「これ、道路河川課分です」と呼ぶ者あり） 

〇委員（佐藤隆盛） ああ、道路…、ああ、んだ、道路河川課分で。へば、道路河川

課分、支所なんてはへ、全然…。支所でも道路…、建設…。 

（「入ってないです」と呼ぶ者あり） 

〇委員（佐藤隆盛） 支所入ってねえ。 

（「建設部の」と呼ぶ者あり） 

〇委員（佐藤隆盛） 建設部の。 

（「道路河川課と事務所分です」と呼ぶ者あり） 

〇委員（佐藤隆盛） あ、そうか。２００なんぼなんてずいぶん少ねえなと思ったけ

ども、そういうこと。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

〇委員（佐藤隆盛） へば、二百何万…。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

〇道路河川課長（京野和明） この車両管理費の内訳としましては、まずほとんどが

定期点検とか修繕とか、車両のそういう部分の額でございます。で、今回、１５０

万下がっているのは、今回、車検の年度には当たってなくて、で、今回下がったと

ころでございます。 

〇委員（佐藤隆盛） んだから、へば何台ぐれえあるんだと。すぐに言えるべへ、何

台ぐれえなら。 

（「道路河川課分だけでいいですか」と呼ぶ者あり） 

〇委員（佐藤隆盛） んだごで。そうだっていえばそうだごで。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

〇道路河川課長（京野和明） 道路河川課でこの車両管理費に上げてるのが、一般の

業務に使う、本庁行ってみたりとかそういったので、重機とかそういうのは、ダン

プとかそういうのは入っていない車両管理費でございます。それで、これにつきま

しては道路河川課分７台、西仙北・協和建設水道事務所で３台、中仙・太田建設水

道事務所では２台です。 
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〇委員（佐藤隆盛） ああ、そういう感じ。 

〇道路河川課長（京野和明） はい。作業用のダンプとかは含んでおりませんので。 

〇委員（佐藤隆盛） なんかちょっと当て外れたみてんで、ごめん。まず、いいっす。 

○委員長（佐藤育男） よろしいですか。 

〇委員（佐藤隆盛） うんうん、いいです。大丈夫だす。 

○委員長（佐藤育男） はい、分かりました。ほかにございませんか。はい、本間委

員。 

○委員（本間輝男） すいません、すぐ終わります。除雪機械の購入に関して、単純

なことです。あんた方よく「車両を更新する」という言い方する。この更新の定義

ってなんだや。ということは、年式なのか、稼働率なのか、キロ数なのか。という

ことは、単純に考えれば、年式は古いんだけども距離は走ってない。まだ十分に走

れるんじゃないかなというような感じも私なりに見る。というのは、１万キロも走

らない中で、んで、これ、どっかでやっぱり市民に聞かれれば「去年までなんとも

ねえやつ、あれ、あと駄目か」なんていった話聞くもんだから、あえてお聞きます。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） 市で更新の一応目安ということなんですけども、１５

年経過したものを更新する目安としております。それは１５年経過すると、まず部

品が、まず更新の部品がなくなったりとか、あとは修理に大規模な修理費が掛かる

ということで、目標としては１５年を超えたものは更新していくという前提でおり

ます。で、ただやはり、新車買っても、今言ったとおり、まだ使える、１５年経過

しても使えるようなものは、もっと古い機械と更新したりしながら、中でやりくり

して、古くても使えるものは使うような形で努めております。 

○委員長（佐藤育男） はい、本間委員。 

○委員（本間輝男） ちょっとひがみに映るかもしれねでもよ、旧町村単位で、やっ

ぱりバランスとって買ってるのではないかというような感じするわけすよ。んで、

そこら辺の吟味の仕方、今言われた１５年だとしても、我々見て分かるわけでない

けれども、いずれ、あなた方の頭の中では、中古で出した場合、売れるのかってい

うとこまで考えてやってるすか。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） 今、議員おっしゃったとおり、もちろんブルドーザー

等に関しましては実際、減価償却終わっても、売れることは売れております。市で

はもう古くて使わないとなっても、公売等で処分してお金に換えておるところでご

ざいます。 

○委員（本間輝男） ちなみに、なんぼで売れるもんなんだすか。 

（「バラバラです」と呼ぶ者あり） 
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○委員（本間輝男） でも、１００万以上のものもあることだすべ。 

（「はい、あります」と呼ぶ者あり） 

○委員（本間輝男） ということは、それだけ価値があるっていうことだべ。 

○委員長（佐藤育男） はい、京野課長。 

○道路河川課長（京野和明） やはり一旦スクラップということで購入して、海外等

にこう販売してるようでございます。国内では使われていないようです。 

○委員長（佐藤育男） よろしいですか。 

○委員（本間輝男） はい。 

○委員長（佐藤育男） はい。ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） はい。なければ、審査の途中ですが、ちょっと若干休憩を取

ります。暫時休憩します。 

 

（ 午後２時１８分 休 憩 ） 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

（ 午後２時２５分 再 開 ） 

 

○委員長（佐藤育男） それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次に、用地対策課所管の説明を求めます。菅原用地対策課長。 

○用地対策課長（菅原英雄） それでは議案第３５号、令和３年度大仙市一般会計予

算の用地対策課所管分について、説明申し上げます。 

資料ナンバー３の予算書８４ページをお願いいたします。説明は事業説明書に基

づいて説明させていただきます。説明資料の７－１ページをお願いいたします。 

６款１項９目１０・１１事業の国土調査事業費（補助分・単独分）であります。 

この予算は、継続して事業を実施しております西仙北、協和、太田の三地域に係

るものが主な内容であります。 

令和３年度の予算額は３,１９０万１千円であり、対前年比較で２,５３０万１千

円の増となっております。令和３年度予算額３,１９０万１千円の内訳は、補助分２,

８０６万円、単独分３８４万１千円であります。 

令和２年度の当初予算と比較した内容についてですが、令和３年度の補助分は当

初比較で２,５０６万円の増となるものであります。令和２年度の補助事業費につき

ましては、当初予算額が３００万円でありましたが、令和元年度の国の補正予算に

伴い繰り越しした２,１６６万円を実施しております。その繰り越し分を合わせます
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と、令和２年度に実施した事業費は２,４６６万円となり、令和３年度に計画してい

る事業費２,８０６万円と、令和２年度に実施した事業費２,４６６万円との事業費

ベースでの比較では３４０万円の増となるものであります。 

単独分につきましては対前年比較２４万１千円の増でありますが、これは過年度

の国土調査の成果における現地復元の測量費の増によるものであります。 

令和３年度の財源内訳は、県支出金２,１０４万５千円であります。 

予算書は、３２ページを併せてご覧いただきたいと思います。 

１６款 農林水産業費県補助金 国土調査事業費補助金として、補助事業費２,８０

６万円の７５パーセントが交付されるものであります。国土調査事業費（補助分・

単独分）の一般財源１,０８５万６千円のうち、補助事業分に係る一般財源は７０１

万５千円となりますが、その市町村負担分に対する８割となります、５６１万２千

円が特別交付税により措置されることとなっております。 

当初予算ベースでの一般財源額の比較では、令和２年度は７５万円、令和３年度

では７０１万５千円であり、差し引き６２６万５千円の増となるものでありますが、

これは、ただいま説明させていただきました事業費の増額に伴うものでございます。 

事業説明書の中段から記載されておりますが、事業の目的及び目標については説

明書記載のとおりでございます。 

２のこれまでの実績と成果についてですが、土地の境界、権利関係の明確化や課

税の適正化が図られるほか、さらには災害発生時にも座標が管理されているため、

その測量成果を活用することで迅速な復旧が図られます。また、土地境界トラブル

防止や、公共事業の施工においても調査測量に費やす経費の軽減や、さらには工期

の短縮が見込めるなど、その成果が利活用されております。令和２年度末の進捗率

は、３地域とも８割を超える進捗状況であります。 

３の問題と課題でありますが、市内において地籍調査を実施しておらない大曲地

域、休止している中仙地域がありますが、現状の補助金交付決定ベースで考慮して

も長期化が予想されることから、実施の時期については協議、検討をしていかなけ

ればならないものと考えております。 

４の今後の方向性と令和３年度事業の概要でありますが、補助分・単独分を区分

し表に記載しておりますが、補助分については西仙北・協和・太田の３地域とも第

１・第２計画区の調査を実施してまいります。３地域とも令和２年度に実施した事

業量をおおむね確保しており、引き続き、円滑に進められるよう努めてまいります。 

単独分は、事業に係る支援システムの保守料、リース料、並びに過年度成果の修

正業務や境界への異議などがあった場合にも、測量成果となる座標を基に境界の復

元測量を実施し対応する経費を計上しているものであります。 

今後の方針としましては、令和２年度から第７次国土調査事業十箇年計画がスタ
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ートし、令和４年度から国が推進する有人航空機やドローンを活用した、航空レー

ザー測量による計測などのリモートセンシングの新技術の測量技法も導入しながら、

現地作業の効率的な実施・調査を進めていくこととしております。協和・太田地域

は山間部への調査へ移行していくため、実施面積が増加し、事業が加速していくこ

とが見込まれております。 

 以上、説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い

申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございます。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） いいすか、はい。なければ、質疑を終結いたします。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（佐藤育男） それでは次に、都市管理課所管の説明を求めます。高橋都市

管理課長。 

○都市管理課長（高橋 完） それでは議案第３５号、令和３年度大仙市一般会計予

算のうち、都市管理課所管分につきまして、ご説明申し上げます。 

 説明資料は資料ナンバー３、予算書と主な事業の説明書と令和３年度当初予算概

要をお願いいたします。 

  説明は、予算概要書５ページの備考欄に、事業説明書と記載のある３事業とさせ

ていただきます。事業説明書７－９ページと、予算書は９２ページとなります。 

  ８款３項１目１３事業、駐車場管理運営費の予算額は１,８９９万２千円、財源は

全て大曲駅東駐車場使用料などを充当しております。 

  駐車場管理運営につきましては、これまで、中心市街地の活性化と交流人口の拡

大を図るため、ＪＲ大曲駅及び大曲南街区の駐車場整備を進めるとともに、大曲駅

東駐車場及び大曲駅東口広場、大曲駅前及び駅東自転車駐車場、大曲ヒカリオ駐車

場及び公衆トイレの４施設を一体管理するなど、効率的な管理運営に努めておりま

す。 

  大曲ヒカリオ駐車場と大曲駅東駐車場の利用状況は、利用台数が年々増加傾向に

あり、特に大曲駅東駐車場は新幹線利用者等でニーズが高まっていたため、駐車台

数のスペースが不足してきていることから、昨年度末に駐車場を拡張する工事を行

いました。 

 大曲駅東駐車場につきましては、現在コロナウイルスの感染拡大防止期間の中に

あるため、駐車場利用者が２月末実績で昨年度と比較すると５７.７パーセントと減
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少しておりますが、今後、利用者が増えても対応できるように準備を整えたところ

であります。 

  老朽化が進んでいる駐車場施設もありますが、市の直営施設として適正で健全な

維持管理に努めながら、今後も運営してまいりたいと思います。 

次に、事業説明書７－１２ページと、予算書は９４ページとなります。事業説明

書の７－１２ページをお開き願います。 

 ８款７項１目１０事業、公園維持管理費であります。 

  予算額は、８地域合わせて７,７７７万１千円であります。その他の財源として公

園使用料等４０５万７千円を充当しております。 

 公園及び緑地につきましては、これまで、地域住民の皆さまの憩いの場であると

ともに、環境保全、景観形成、防災などの機能も有していることから、施設の機能

保全や安全性、利便性の確保に継続して努めてきたところでございます。 

  そのため、幅広いニーズに対応すべく、定期的な草刈り作業や、経年劣化した遊

具等の施設改修を計画的に実施するなど、多岐にわたる施設管理が必要となってお

ります。 

  今後は引き続き、経年劣化した施設改修を適時適切に対応するなど、子育て世代

等の利用者ニーズを重視した施設管理に努めるとともに、人口減少の進行を見据え

た持続的な管理体制の構築を図る必要があります。 

 公園の管理体制についてでありますが、今年度まで周辺のスポーツ施設と一体で

指定管理していた太田南部地区公園と横沢東農村公園につきましては、指定管理施

設の見直しにより、令和３年度から市直営で管理することとしております。 

 また、現在、市内公園施設の老朽化が進行している状況を改善するために、ライ

フサイクルコストの縮減に寄与する国の指針に基づく公園施設長寿命化計画につい

て、令和３年度中の策定に向けて取り組んでいるところでありますが、今後は、長

寿命化計画に基づく施設の改築、更新を適宜進めていくことにより、市民が安全・

安心に利用できる公園を整備してまいりたいと考えております。 

次に、事業説明書の７－１３ページをお開き願います。予算書は９４ページにな

ります。 

  ８款７項４目１０事業、市民ゴルフ場管理運営費であります。 

   予算額は４,４５８万５千円であります。その他の財源としまして、市民ゴルフ場

の使用料の３,８７５万７千円を充当してございます。 

  事業目的は、雄物川河川緑地をゴルフ場として運営し、ゴルフを通じて市民の健

康増進を図るとともに、利用者が安全かつ快適にプレーできるよう適切な施設維持

管理を行うものであります。 

   令和２年度は、新型コロナウイルス感染防止対策により、ゴールデンウィーク期
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間中の４月２９日から５月１０日までの１２日間、７月・８月の大雨の影響により

３日間の合計１５日間の休業日がありましたが、１２月末時点で前年度並みの実績

が確保されております。 

   事業の課題としましては、ゴルフ場の管理運営は利用者の嗜好
し こ う

性や天候、新型コ

ロナウイルス感染者の状況により影響されることから、利用者、特に高齢者や女性

利用者のニーズや他のゴルフ場の運営状況等も注視しながら、利用者が快適にプレ

ーできる環境づくりに努める必要があると考えております。 

  また、ゴルフ場の開場から３７年が経過して、機械設備等の経年劣化が進んでい

ることから、計画的に機械設備等の更新を行いながら管理運営していく必要があり

ます。 

  こうした課題に対応するため、令和３年度はゴルフ場の管理業務委託料４,０６５

万８千円のほか、乗用ゴルフカート３台を更新したいと考えており、その購入費と

しまして３９２万７千円を計上させていただいております。 

  今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で大規模コンペが中止になるなど、利

用者の減少が懸念される状況下ではありますが、今後も引き続き、適切な予防対策

を講じながら、利用者の安定確保とクオリティの高いコース造りに努めてまいりま

す。 

  以上、議案第３５号、令和３年度大仙市一般会計予算のうち、都市管理課所管分

の主な事業につきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜

りますようお願い申し上げます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方は、お願いいたします。 

佐藤委員、はい。 

○委員（佐藤隆盛） 今のゴルフのカートって、これスポーツ屋なもんだが、どこ、

メーカーっていえばいいかだでも、スポーツ店で売ってるもんだが、自動車屋なも

んなだが、どっちなもんだすか、参考までに。して、大曲で取り扱ってるとこある

すか、同時に。 

○委員長（佐藤育男） はい、高橋課長。 

〇都市管理課長（高橋 完） 議員の質問にお答えします。昨年ですけれども、そち

らはヤマハさんで。 

○委員長（佐藤育男） ヤマハ。 

〇都市管理課長（高橋 完） はい、購入しております。ちょっと県外になりますけ

れども、ヤマハで購入しました。 

（雑談あり） 
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○委員長（佐藤育男） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） はい。なければ、質疑を終結いたします。 

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

○委員長（佐藤育男） 次に、建築住宅課所管の説明を求めます。讃岐建築住宅課長。 

○建築住宅課長（讃岐敬司） 引き続きまして議案第３５号、令和３年度大仙市一般

会計予算のうち、建築住宅課所管分の主なものについて、ご説明いたします。 

資料ナンバー３の大仙市予算書では９３ページに記載されておりますけれども、

説明の方は事業説明書、建設部の事業説明書の方で説明させていただきます。 

はじめに、住宅リフォーム支援事業費についてでありますけれども、７－１０ペ

ージをご覧願います。 

予算額は５,００７万８千円で、前年度とほぼ同額でございます。 

財源内訳は一般財源となっております。 

この事業は、住宅のリフォーム工事を行う方に対して経済的な支援をすることに

より、居住環境の向上を図るとともに、経済活性化対策として市内住宅産業の活性

化を図るほか、三世代同居の推進と子育て世帯が求める柔軟な改修の推進を展開し、

子育てしやすい住環境整備を図ることを目的としております。 

これまでの実績と成果は、事業説明書中段２のところに記載しておりますが、こ

の事業は今年度で１２年目を迎えており、平成２１年度から令和２年度までの申請

件数は合計で４,７５１件、補助額の合計では７億７,１７９万４千円、全体工事額

の合計では１０８億３,９９６万４千円となっております。ただし、今申し上げまし

た申請件数等は令和２年１１月３０日現在での数値でありますので、資料には記載

しておりませんけれども、令和２年度における令和３年２月末日での申請件数は４

００件、補助額では５,６６５万５,３８０円となっており、昨年度を上回る見込み

となっております。市内住宅産業の活性化と子育て世帯への支援などに、大いに貢

献しているものと考えております。 

  また、この事業は市民のニーズが依然として高く、事業継続の要望が多いことか

ら、令和３年度も今年度と同様に、予算到達による申請打ち切りは行わないことと

し、年度末の３月２０日まで実績報告書を頂けるものについては全て補助申請を受

け付けます。 

次に７－１１ページ、隣の１１ページをお願いします。 

地域住宅整備事業費についてであります。 

予算額は１,５０７万７千円で、前年度と比較しまして７８１万７千円の増額であ

ります。 
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財源内訳は国庫支出金６７８万３千円、市債８２０万円、一般財源は９万４千円

となっております。 

  この事業は、安全で快適な住まいを長期的に確保するため、第２期大仙市公営住

宅等長寿命化計画に基づき、予防保全的な観点から計画的に整備または改善を実施

し、長寿命化による更新コストの削減と事業量の平準化を図ることを目的に、市営

住宅の耐用年数が鉄筋コンクリート造などの非木造住宅にあっては７０年、木造に

あっては３０年を経過するまで供用できるように整備することを目標としておりま

す。 

  これまでの実績と成果は事業説明書中段２に記載しておりますが、社会資本整備

総合交付金を活用して、各市営住宅を計画的に整備しております。令和３年度の整

備事業は、船場町市営住宅５号棟の屋上防水改修工事を予定しております。工事内

容は建設部の主な事業の説明書の、この附属資料ですけれども、この最後のページ、

２１ページをお開き願います。 

  この市営住宅は、所在が大曲地域の大曲船場町２丁目で、平成３年に建設された

鉄筋コンクリート造３階建て１棟１８戸で構成されており、今年度で２９年が経過

しております。平成３０年度ころから、雨どい周りから雨漏りが見られるようにな

り、その都度、修繕しながら維持しておりますが、経年劣化が進行しており、屋上

砂利敷きアスファルト防水５３４平米をシート防水に全面更新するものです。更新

する防水シートは通常１０年間の保証期間となっておりますが、長寿命化型の高耐

久塩ビ樹脂系シートを使用することで１５年間の保証期間とするものです。 

  以上、議案第３５号、令和３年度大仙市一般会予算のうち、建築住宅課所管分に

つきましてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、

お願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○委員長（佐藤育男） はい、ありがとうございました。 

当局の説明が終了しました。 

これより、質疑を行います。質疑のある方はお願いいたします。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） ねえすか、はい。なければ、質疑を終結いたします。 

  これでですね、議案第３５号の令和３年度大仙市一般会計予算、建設部４課の説

 明・審査が終わりました。 

これより、討論を行いますが、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） はい。討論なしと認めます。 



 

   - 62 - 

 

これより、採決をいたします。本件は原案のとおり可決することに、ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） はい。異議なしと認め、本件は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 

○委員長（佐藤育男） 次に、閉会中の継続審査及び調査の申し出にかかる事件につ

いてを議題といたします。 

お手元に配付しております案件につきましては、議長に対し、閉会中の継続審査

及び調査の申し出をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、そのように決しました。 

 

○委員長（佐藤育男） 以上で、当委員会に審査付託となりました事件の審査は全て

終了しました。 

なお、本委員会の審査報告書及び委員長報告の案文につきましては、委員長にご

一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（佐藤育男） 異議なしと認め、そのように決しました。 

これで、建設水道常任委員会を閉会いたします。 

 

午後２時４９分 閉  会 
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  大仙市議会委員会条例第２９条第１項の規定により、ここに署名する。 

    

 令和３年  月  日 

     

大仙市議会 建設水道常任委員会委員長  佐 藤 育 男 


